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国土交通省運輸審議会 

 



 

 

は し が き 

 

 

 平成２７年７月から同年１２月までの６ヶ月における運輸審議会の業務の概要を明

らかにするため、運輸審議会半年報をここに刊行する。 

 この半年報は、運輸審議会一般規則（昭和２７年運輸省令第８号）第７条の規定に基

づく業務報告書として作成したもので、同期間における運輸審議会の活動概要、事案等

の処理状況、答申書、当審議会の委員の構成等を集録している。 

 この半年報が運輸に関する諸問題の理解の参考になれば幸いである。 
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運輸審議会半年報 

 

平成２７年７月～１２月 

 

 

 Ⅰ 今期の活動概要  ････････････････････････････････････････････････････････  ３ 
 

 Ⅱ 運輸審議会審議事案等の処理状況   ･･･････････････････････････････････････  ５ 
  

 Ⅲ 答申書 

  １ 鉄・軌道 
     平２７第３００１号 北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行料金の 

上限設定認可申請について････････････････････････  ６ 
２ 自動車 

     平２７第５００９号 遠州鉄道株式会社からの一般乗合旅客自動車運送事業の 
上限運賃変更認可申請について････････････････････ １４ 

     平２７第５０１０号 長崎自動車株式会社からの一般乗合旅客自動車運送事業の 
上限運賃変更認可申請について････････････････････ １６ 

     平２７第５００３号 一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定 
（新潟交通圏）について･･･････････････････････････ １８ 

     平２７第５０１２号 一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定 
（京浜交通圏）について･･･････････････････････････ ２３ 

     平２７第５０１３号 一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定 
（長野交通圏）について･･･････････････････････････ ２８ 

     平２７第５０１４号 一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定 
（金沢交通圏）について･･･････････････････････････ ３３ 

 平２７第５０１６号 一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定 
（倉敷交通圏）について･･･････････････････････････ ３８ 

     平２７第５０１８号 一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定 
（北九州交通圏）について･････････････････････････ ４３ 

     平２７第５０１９号 一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定 
（長崎交通圏）について･･･････････････････････････ ４８ 

平２７第５０２０号 一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定 
（宮崎交通圏）について･･･････････････････････････ ５３ 

     平２７第５０２１号 一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定 
（鹿児島市）について･････････････････････････････ ５８ 

     平２７第５００５号 一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定 
（神戸市域交通圏）について･･･････････････････････ ６３ 

     平２７第５０１１号 一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定 
（札幌交通圏）について･･･････････････････････････ ６８ 

 

目  次 
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平２７第５０１５号 一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定 
（大阪市域交通圏）について･･･････････････････････ ７３ 

     平２７第５０１７号 一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定 
（福岡交通圏）について･･･････････････････････････ ７８ 
 

     
 Ⅳ 公聴会 

 １ 鉄・軌道 
     平２７第３００１号 北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行料金の 

上限設定認可申請事案････････････････････････････ ８３ 
２ 自動車 

     平２７第５００３号 一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定 
（新潟交通圏）事案･･･････････････････････････････ ８４ 

平２７第５００５号 一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定 
（神戸市域交通圏）事案･･･････････････････････････ ８５ 

 平２７第５０１７号 一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定 
（福岡交通圏）事案･･･････････････････････････････ ８６ 

平２７第５０１５号 一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定 
（大阪市域交通圏）事案･･･････････････････････････ ８７ 

     平２７第５０１１号 一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定 
（札幌交通圏）事案･･･････････････････････････････ ８８ 

 
Ⅴ 意見聴取 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ ９０ 
 
Ⅵ 説明聴取事案 ･･････････････････････････････････････････････････････････ ９０ 

 

 Ⅶ  報告聴取等 ････････････････････････････････････････････････････････････ ９１ 
 

 Ⅷ  委員の構成等 ･･････････････････････････････････････････････････････････ ９２ 
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Ⅰ 今期の活動概要 

 

■ 概 況 

 今期は、審議案件が 18 件あり、答申

を 16 件（鉄・軌道１件、自動車 15 件）、

国土交通省設置法第 15 条第３項に該当

する事案（以下、「説明聴取事案」とい

う。）の認定を２件（鉄・軌道２件）行

った。 

 

１ 審議案件 

○ 鉄・軌道 

 10 月 15 日に諮問された北海道旅客鉄

道㈱からの鉄道の特別急行料金の上限設

定認可申請事案について、同月 29 日及

び 11 月 12 日に審議の上、職権により11

月 26 日に北海道函館市において運輸審

議会主宰の公聴会を開催し、更に 12 月

１日、３日及び８日に審議の上、同月10

日には申請者意見聴取を実施し、更に同

月 15 日及び 17 日に審議の上、同月 22

日に申請どおり認可することを認める旨

答申した。 

 富山市、富山地方鉄道㈱及び富山ライ

トレール㈱からの軌道運送高度化実施計

画の変更認定申請事案について、10 月

27日に説明を聴取し、11 月 24 日に説明

聴取事案として認定した。 

 北大阪急行電鉄㈱からの南北線延伸線

に係る軌道事業の特許申請事案について、

11 月 10 日に説明を聴取し、12 月１日に

説明聴取事案として認定した。 

 

○ 自動車 

６月４日に諮問された遠州鉄道㈱及び

長崎自動車㈱からの一般乗合旅客自動車

運送事業の上限運賃変更認可申請事案に

ついて、同月 16 日及び 30 日に審議の上、

７月９日に申請どおり認可することが適

当である旨答申した。 

４月 28 日に諮問された一般乗用旅客

自動車運送事業に係る特定地域の指定

（新潟交通圏）事案について、５月 12

日、19 日及び 21 日に審議の上、公聴会

開催申請を受けて７月７日に新潟県新潟

市において運輸審議会主宰の公聴会を開

催し、更に同月９日、14 日、16 日、21

日及び 23 日に審議の上、同月 28 日に指

定することが適当である旨答申した。 

７月２日に諮問された一般乗用旅客自

動車運送事業に係る特定地域の指定（京

浜交通圏、長野交通圏、金沢交通圏、倉

敷交通圏、北九州交通圏、長崎交通圏、

宮崎交通圏及び鹿児島市）事案について、

同月９日、14 日、16 日、21 日及び 23

日に審議の上、同月 28 日に指定するこ

とが適当である旨答申した。 

６月２日に諮問された一般乗用旅客自

動車運送事業に係る特定地域の指定（神

戸市域交通圏）事案について、同月 11

日、18 日及び８月４日に審議の上、公

聴会開催申請を受けて８月７日に大阪府

大阪市において運輸審議会主宰の公聴会

を開催し、更に同月 25 日に審議の上、

同月 27 日に指定することが適当である

旨答申した。 
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７月２日に諮問された一般乗用旅客自

動車運送事業に係る特定地域の指定（札

幌交通圏、大阪市域交通圏及び福岡交通

圏）事案について、７月９日、14 日、

16日、21 日及び 23 日に審議の上、公聴

会開催申請を受けて、それぞれ９月 14

日に北海道札幌市、11 日に大阪府大阪

市、10 日に福岡県福岡市において運輸

審議会主宰の公聴会を開催し、更に 10

月１日、８日及び 13 日に審議の上、同

月 20 日に指定することが適当である旨

答申した。 

 

２ その他案件 

○ 報告聴取等 

 ６件の案件について報告の聴取等を行

った。 

 

 

  

北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行

料金の上限設定認可申請事案に関する公聴会 

 

 

  

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の

指定（新潟交通圏）事案に関する公聴会 

 

  

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の

指定（神戸市域交通圏）事案に関する公聴会 

 

 

  

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の

指定（福岡交通圏）事案に関する公聴会 

 

 

  

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の

指定（大阪市域交通圏）事案に関する公聴会 

 

 

  

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の

指定（札幌交通圏）事案に関する公聴会 



1 15 0 0 0 0 16

2 0 0 0 0 0 2

1 1 0 0 0 0 2

4 1 0 0 0 1 6

0 0 0 0 0 0 0

Ⅱ　運輸審議会審議事案等の処理状況 　（ 平成27年７月１日から

1

平成27年12月31日まで
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Ⅲ 答申書 
 

 

１ 鉄・軌道 

 

○国土交通省告示第 13 号（平成 28 年 1 月 6 日） 

 

国 運 審 第 ９ ０ 号 

平成２７年１２月２２日 

 

 

国土交通大臣  太田 昭宏 殿 

 

 

           運輸審議会会長  上野 文雄 

 

 

答    申    書 

 

北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行料金  

の上限設定認可申請について 

 

 

平２７第３００１号 

 

 

 平成２７年１０月１５日付け国鉄事第２４２号をもって諮問された上記の事案に

ついては、平成２７年１１月２６日の北海道函館市における公聴会及び平成２７年

１２月１０日の北海道旅客鉄道株式会社の意見聴取を実施したほか、当審議会に提

出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討した結果、次のとおり答

申する。 
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主    文 

 

北海道旅客鉄道株式会社の申請に係る北海道新幹線の特別急行料金の設定につい

ては、次の表に掲げる額を上限として認可することを認める。 

 表 

（単位：円）  

駅       名  新 青 森 奥津軽いまべつ  木 古 内 

奥津軽いまべつ  １，９９０  －  －  

木 古 内 ３，９３０  １，９９０  －  

新 函 館 北 斗 ３，９３０  ３，９３０  １，９９０  

 

理    由 

 

１ 申請者は、全国新幹線鉄道整備法に基づき独立行政法人鉄道建設・運輸施設整

備支援機構（旧日本鉄道建設公団）により、平成１７年４月に着工され建設が進

められてきた北海道新幹線の新青森駅～新函館北斗駅の区間について、平成２８

年３月２６日に運輸営業が開始できる見込みとなったので、当該区間に係る新幹

線の特別急行料金の上限を設定しようとして、本申請を行ったものである。 

 

２ 当審議会は、本事案の審議に当たり、公聴会において申請者の陳述及び一般公

述人の公述を聴取し、さらに申請者の意見を聴取するとともに、当審議会に提出

された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討を行い、慎重に審議を重

ねた。その結果は次の通りである。 

 

（１）北海道新幹線に係る平年度である平成２８年度から３０年度までの３年間の

運賃算定の基礎となるべき適正な総括原価（能率的な経営の下における適正な

原価に適正な利潤を加えたもの）は、人件費・経費１１４億円、貸付料９億円、

減価償却費３３億円、諸税１億円、事業報酬３億円、合計１６０億円と推定さ

れ、これに対し今回の北海道新幹線の開業による他の交通機関からの転移等を

考慮して推定した輸送需要に基づいて算定された総収入は、運賃収入３９億

円、料金収入６９億円、運輸雑収入３億円、合計１１１億円と推定され、差引

き４８億円の不足を生ずるものと見込まれる。 

（２）今回の申請に係る特別急行料金の水準が他の新幹線の特別急行料金の水準に

比して割高となっていることから、総括原価及び総収入の算定内容及びその前
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提条件について慎重に審査を行った。特に、人件費及び経費の原単位の算出方

法の妥当性、北海道新幹線の固有コスト及び貸付料の算出方法等について精査

したところ、総括原価及び総収入の適正性に影響を及ぼすような事項は確認さ

れなかった。 

（３）申請者の当該事業は、他の新幹線にはない北海道新幹線の固有コストがある

等の理由によって、相当期間にわたり収支均衡が得られないと見込まれるもの

の、申請者は、経営努力により、鉄道事業を継続することができるとの固い意

思を表明し、所管局もその目論見は妥当であると確信していることを確認し

た。 

（４）以上のように、総収入が適正な総括原価を超えるものではないので、当審議

会としては、この申請は、鉄道事業法第１６条第２項に掲げる基準に適合する

ものと認める。 

（５）これらに対して、根本敏則委員は、次の反対意見を述べた。  

今回の申請に係る特別急行料金の水準は、北海道新幹線の固有コストの存在

により、他の新幹線の特別急行料金の水準に比して割高であり、収支率も６９．

７％と低くなっている。しかし、貨物共用走行に係る固有コスト６．６億円の

うち、開業に伴い新たに必要となるコストについては、少なくともその一部は

日本貨物鉄道株式会社から線路使用料として収受すべきと思われるにも関わ

らず、今回の北海道旅客鉄道株式会社からの申請では、日本貨物鉄道株式会社

との線路使用料に係る協議が終了していないことから、北海道旅客鉄道株式会

社が収受しない形で収支が計算されている。この様に、一部のコストの取扱い

について確定していない申請について認可の可否を判断することは難しいた

め、「認可することを認める」とする結論には反対する。（詳細別紙）  
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要 望 事 項 

 

 今回の申請案については、全１１回にわたる審議において、各委員がそれぞれの

知見に基づき真摯に議論を重ねた結果、認可することはやむを得ないとの結論に至

ったものであることを踏まえ、以下の通り要望する。 

 

１．国土交通大臣は、寒冷地を高速で走行することや、青函共用走行区間における

貨物列車との共用走行や保守間合いが通常より短いことなどの北海道新幹線の

走行環境の特殊性を踏まえ、北海道旅客鉄道株式会社に対し、日常の安全・安定

輸送の確保はもとより、事故等の緊急時の対応においても、旅客の安全を確保し

つつ、安全・安定輸送を速やかに回復するための体制を整備するよう、必要に応

じて助言・指導を行っていただきたい。あわせて、北海道新幹線と共用走行する

ことになる日本貨物鉄道株式会社に対しても、安全・安定輸送の確保に努めるよ

う、必要に応じて助言・指導を行っていただきたい。 

 

２．国土交通大臣は、北海道新幹線の新青森駅～新函館北斗駅間の区間の開業に伴

い、北海道旅客鉄道株式会社に対し、必要に応じて次の助言・指導を行っていた

だきたい。 

（１）各種割引や宿泊切符などの企画商品の設定や、新幹線と在来線との乗継時な

どに快適に利用できる駅施設等の整備をはじめとした、利用者がそれ相応の価

値が感じられるような様々な取組を行い、利用者の利便性・快適性を一層向上

させること。また、その実現のために、東日本旅客鉄道株式会社等の関係者と

必要な連携を図ること。 

（２）地域と連携しながら、修学旅行、観光客の誘致や地域内の需要の掘り起こし

など様々な取組を行い、北海道新幹線の利用者を今後一層増やしていく努力を

行うこと。  

（３）北海道新幹線の特急料金が他の新幹線と比べて高くなっていることについて、

利用者の理解が得られるよう、引き続き様々な機会を捉えて説明すること。  

 

３．国土交通大臣は、申請者の当該事案は新幹線と貨物が共用走行するというこれ

までにない取組であるため、北海道旅客鉄道株式会社と日本貨物鉄道株式会社と

の費用分担について、必要に応じ、関係機関に対し助言していただきたい。 

 

４．国土交通大臣は、必要に応じて、次の事項について、北海道旅客鉄道株式会社
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に対する支援策を検討していただきたい。 

（１）青函共用走行区間における新幹線所定の速度での走行のできるだけ早期の実

現 

（２）青函トンネルの躯体の維持に不可欠な排水に係る北海道旅客鉄道株式会社の

費用負担 

 

５．国土交通大臣は、北海道旅客鉄道株式会社の安定的な経営が確保されるよう、

今後の同社の経営状況、北海道新幹線の利用者の状況や安全対策の実施状況等に

ついて、事業報告や監査等により確認しつつ、同社に対し必要に応じて助言・指

導を行っていただきたい。  

  



- 11 - 

（別 紙）         根本敏則委員の反対意見の詳細 

 

反対理由１：収支計算書の費用が確定していないこと 

北海道新幹線は固有コストの存在により、特別急行料金が他の整備新幹線より割

高であり、収支率も６９．７％と低く、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援

機構に支払う貸付料も年１億円（固定部分）と少額となっている。しかし、固有コ

ストのうちの「貨物共用走行に係る固有コスト」６．６億円に関しては、少なくて

もその一部は日本貨物鉄道株式会社が負担してしかるべき費用と思われる。ところ

が、今回の北海道旅客鉄道株式会社からの申請では、日本貨物鉄道株式会社との同

固有コストをめぐる協議が終了していないことから、北海道旅客鉄道株式会社が収

受しない形で収支が計算されている。仮に、同固有コストを日本貨物鉄道株式会社

が負担し、その全額を特別急行料金の引き下げに用いたとすれば１０％程度安い上

限料金を申請でき、同じく収支の改善に用いれば収支率を２％程度引き上げること

ができ、同じく貸付料に反映するとすれば年８億円程度に値上げすることができた

はずである。この様に、同固有コストの取扱いが極めて重要であるにもかかわらず、

負担方法が決まっていないため、とりあえず全額自己負担として申請がなされてい

る。この点で、費用の取扱いが確定していない申請と見なさざるを得ず、同申請に

対しては認可の可否を判断することは難しいため、「認可することを認める」とす

る結論には反対する。 

ちなみに、貨物会社が旅客会社に支払う線路使用料に関しては、貨物会社の負担

を少なくすべく政策的に定めた回避可能費用負担方式（線路使用料は貨物会社に使

用させる場合に追加的に発生する経費相当額）の方針に基づき、旅客会社と貨物会

社の協議により、毎年の線路使用料が決められている。ところが、北海道新幹線の

場合、国が保有する青函トンネルにおいて、公共事業方式で建設された整備新幹線

に関し、借り手である北海道旅客鉄道株式会社がさらに日本貨物鉄道株式会社に線

路を使用させるという複雑な仕組の中で、共用走行に伴う費用の負担方法を決める

ことが求められている。回避可能費用負担方式をそのまま適用すれば、共用走行に

伴う固有コストは日本貨物鉄道株式会社が負担すべきであろうが、他に例のない新

しい仕組でもあり、負担方式に関しこれまでと異なる政策判断が必要かもしれない。

いずれにしても、共用走行に伴う固有コストを含んだ新しいタイプの線路使用料は

民間事業者同士の協議だけでは決まらないおそれがある。 

翻って、国は旅客会社、貨物会社に安定的な鉄道経営を行わせるよう助言を行う

鉄道事業行政を担っており、同時に妥当な貸付料を課すことに関し独立行政法人鉄

道建設・運輸施設整備支援機構を監督する立場にあり、これらの点からも今回の費
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用負担問題に関してもより主体的にかかわることが求められている。国は早急に基

本的な方針を示し、関係者間の協議の促進を図るべきである。 

なお、申請に対する賛否の判断とは直接関係しないが、北海道新幹線が青函トン

ネル内を本来の時速２００ｋｍ以上ではなく、時速１４０ｋｍで走行しなければな

らないことによる時間損失、航空に対する競争力低下は、日本貨物鉄道株式会社と

の共用走行によって生じる機会費用である。同機会費用については貸付料算定にお

いて反映されているとの説明もあったが、第一義的には日本貨物鉄道株式会社が負

担すべきではないか。今回の複雑な仕組により生じた様々な直接費用、さらに機会

費用を、関係者がどう分担して北海道新幹線の経営を安定させるか、知恵が求めら

れているのではないだろうか。 

 

反対理由２：「特別急行料金」「貸付料」の不合理性 

 申請書には貸付料が費用として含まれている。すなわち、貸付料を前提に特別急

行料金を決めたこととなっている。一方、貸付料は特別急行料金、それによる収支

の見込み、さらに関連線区を含めた受益をもとに決めることとなっている。不都合

なことに、特別急行料金と貸付料は片方の値が決まらないと、もう一方の値が決め

られない関係となっている。上位計画に従い下位計画を決めていく計画論をひとつ

の理念とすれば、おさまりの悪い政策決定過程といえる。この点は、北陸新幹線の

特別急行料金の審議の際に気付いたものであり、当局の見解を確認したわけだが、

当時の見解は「両者はバランスをとる必要があり、いわば同時決定されるべきもの」

であった。 

 今回も同じ質問をした。ところが、当局の見解は「貸付料は特別急行料金、それ

による収支の見込み、さらに関連線区を含めた受益をもとに決める」という一方向

だけの論理に変わった。これにより、政策決定過程はよりわかりにくくなったと言

ってよい。というのも、特別急行料金はその時点の需要の動向などによって決める

べきもので、数年単位で見直すことがあってもかまわない性質のものであろう。例

えば、今回の北海道新幹線の場合でも、「当面の間、時速１４０ｋｍしか出せない」

という不利な条件がありつつも、「現段階で、函館空港にＬＣＣが就航していない」

という有利な条件の下で、航空と競争しながら需要を取り込める特別急行料金の提

示に至っているはずである。一方、貸付料は大きな経済環境条件の変化がない限り

３０年間同じ額を課すという前提で制度が作られている。確かに、効率的な経営を

促すためにも、貸付料を頻度高く見直すのは控えるべきであろう。とすれば、「た

またま、その時点の有利な（不利な）条件が多い中で算定された多めの（少なめの）

受益で決められた高い（安い）貸付料が、３０年間変わらない」ことを認めること
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になる政策決定過程は不合理で、このような過程を経て決まった特別急行料金及び

貸付料には反対する。 

 また、今回の「特別急行料金をもとに貸付料が決まる」という政策決定過程は副

作用を生むこととなった。すなわち、上で述べた共用走行に伴う固有コストを、仮

に日本貨物鉄道株式会社が負担することになった場合、この政策決定過程に従うな

ら、北海道旅客鉄道株式会社の受益がその分増えるので、全額貸付料の値上げに反

映させなければいけないこととなる。言うまでもなく、この解は多くの関係者の望

むところではない。貸付料を巡る政策決定過程の再構築が望まれる。 

 一方、貸付料は大きな経済環境条件の変化があれば変更することができることと

なっている。しかるに、整備新幹線として開業している盛岡～八戸間の貸付料は、

青森までの延伸、さらに今回の函館までの延伸という大きな経済環境条件の変化が

ありながら、一度も見直されていない。延伸がもたらす「根元効果」により、東日

本旅客鉄道株式会社に数十億を超える受益が生じているのではないだろうか。貸付

料の見直しが急務である。  
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２ 自動車 

 

○国土交通省告示第 868 号（平成 27 年 7 月 17 日） 

 

国 運 審 第 ３ ３ 号 

平 成 ２ ７ 年 ７ 月 ９ 日 

 

 

  国土交通大臣  太田 昭宏 殿 

 

 

           運輸審議会会長  上野 文雄 

 

 

答    申    書 

 

遠州鉄道株式会社の一般乗合旅客自動車運送事業の  

上限運賃変更認可申請について 

 

 

平２７第５００９号 

 

 

 平成２７年６月４日付け国自旅第４３号をもって諮問された上記の事案につい

ては、審議した結果、次のとおり答申する。 
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主    文 

 

遠州鉄道株式会社の申請に係る一般乗合旅客自動車運送事業の運賃の変更に

ついては、次の額を上限として認可することが適当である。 

  キロ当たり賃率４２円００銭に基づく対キロ区間制運賃とする。ただし、最

初の２キロメートルまでの間についてはその２倍、５キロメートルを超え１０

キロメートルまでの間についてはその０．９倍、１０キロメートルを超え１５

キロメートルまでの間についてはその０．７５倍、１５キロメートルを超える

部分についてはその０．６５倍の賃率を適用するものとし、また、初乗運賃は、

１３０円とする。 

 

理    由 

 

１．申請者は、平成７年３月８日に運賃の変更を行った後、消費税率（地方消

費税率を含む。）の引き上げに伴い、税負担の転嫁を図るための運賃変更を

平成２６年４月１日に行い、同日から現行運賃を実施しているものであるが、

近年、輸送需要の減少及び燃料費の高騰により、収支の均衡を保つことが困

難になってきているため、運賃を改定することにより収支の改善を図ろうと

して、本申請を行ったものである。 

 

２．当審議会に提出された資料その他によって検討した結果、新運賃算定の基

礎となるべき地域別標準原価方式による適正な運送原価（能率的な経営の下

における適正な原価に適正な利潤を加えたもの）に基づく平年度である平成

２７年度の収支状況の見通しは、次のとおりである。 

現行運賃による総収入（補助金を含む。）は４，５０３百万円、適正な運

送原価は５，０３８百万円と推定され、差引き５３５百万円の損失を生ずる

ものと認められる。これに対し、運賃を主文のとおり改定すれば、総収入（補

助金を含む。）は４，９７２百万円となり、差引き６５百万円の損失を生ず

るものと見込まれる。 

 

３．以上により、本申請は、道路運送法第９条第２項の基準に適合するものと

認める。
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国 運 審 第 ３ ４ 号 

平 成 ２ ７ 年 ７ 月 ９ 日 

 

 

  国土交通大臣  太田 昭宏 殿 

 

 

           運輸審議会会長  上野 文雄 

 

 

答    申    書 

 

長崎自動車株式会社の一般乗合旅客自動車運送事業の 

上限運賃変更認可申請について 

 

 

                                              平２７第５０１０号 

 

 

平成２７年６月４日付け国自旅第４４号をもって諮問された上記の事案につ

いては、審議した結果、次のとおり答申する。 
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主    文 

 

  長崎自動車株式会社の申請に係る一般乗合旅客自動車運送事業の運賃の変更

については、次の額を上限として認可することが適当である。 

（１）長崎市内中心部の特定路線 

      １区１６０円、以後１区増す毎に１０円加算の特殊区間制運賃とする。 

（２）その他の路線 

      キロ当たり賃率２７円００銭に基づく対キロ区間制運賃とする。ただし、

最初の２キロメートルまでの間についてはその２倍、１０キロメートルを

超え２０キロメートルまでの間についてはその０．９倍、２０キロメート

ルを超え３０キロメートルまでの間についてはその０．８倍、３０キロメ

ートルを超える部分についてはその０．７倍の賃率を適用するものとし、

また、初乗運賃は、１６０円とする。 

 

理    由 

 

１．申請者は、平成９年１２月１日から現行運賃を実施しているものであるが、

その後、輸送需要の減少及び燃料費の高騰により、収支の均衡を保つことが

困難になってきているため、運賃を改定することにより収支の改善を図ろう

として、本申請を行ったものである。 

 

２．当審議会に提出された資料その他によって検討した結果、新運賃算定の基

礎となるべき地域別標準原価方式による適正な運送原価（能率的な経営の下

における適正な原価に適正な利潤を加えたもの）に基づく平年度である平成

２７年度の収支状況の見通しは、次のとおりである。 

  現行運賃による総収入（補助金を含む。）は６，５５６百万円、適正な運

送原価は７，８５８百万円と推定され、差引き１，３０３百万円の損失を生

ずるものと認められる。これに対し、運賃を主文のとおり改定すれば、総収

入（補助金を含む。）は７，５８９百万円となり、差引き２７０百万円の損

失を生ずるものと見込まれる。 

 

３．以上により、本申請は、道路運送法第９条第２項の基準に適合するものと

認める。
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○国土交通省告示第 912 号（平成 27 年 8 月 6 日） 

 

国 運 審 第 ４ ０ 号 

平成２７年７月２８日 

 

 

国土交通大臣  太田 昭宏 殿 

 

 

           運輸審議会会長  上野 文雄 

 

 

答    申    書 

 

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定について 

 

 

                                              平２７第５００３号 

 

 

平成２７年４月２８日付け国自旅第２３号をもって諮問された上記の事案に

ついて、平成２７年７月７日に公聴会を開催したほか、当審議会において審議

した結果、次のとおり答申する。 
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主    文 

 

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活

性化に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、新潟交通圏（道路運送法施

行規則第五条の規定に基づき北陸信越運輸局長が定める営業区域の「新潟交通圏」

をいう。以下同じ。）を平成２７年８月１日から平成３０年７月３１日までの間、

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域に指定することは適当である。 

 

 

理    由 

 

１．国土交通大臣は、新潟交通圏における一般乗用旅客自動車運送事業（以下「タ

クシー事業」という。）の供給輸送力が輸送需要量に対して過剰であると認め、

当該地域におけるタクシー事業の事業用自動車一台当たりの収入の状況、法令の

違反その他の不適正な運営の状況及び事業用自動車の運行による事故の発生の

状況に照らして、当該地域における供給輸送力の削減をしなければ、タクシー事

業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することに

より、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難であるため、

当該地域の関係者の自主的な取組を中心としてタクシー事業の適正化及び活性

化を推進することが特に必要であると認めて、新潟交通圏を平成２７年８月１日

から平成３０年７月３１日までの間、特定地域（特定地域及び準特定地域におけ

る一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第三条

第一項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。）として指定することを

予定している。 

２．国土交通大臣は、直近年度末現在のタクシー事業に係る事業用自動車（以下「タ

クシー車両」という。）の台数が適正車両数の上限値を上回っている準特定地域

（特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び

活性化に関する特別措置法第三条の二第一項の規定により指定された地域をい

う。以下同じ。）のうち、次の（１）から（６）までのいずれにも該当する営業

区域について、３年を超えない範囲で期間を定めて特定地域として指定すること

としている。ただし、日車営収が平成１３年度と比較して増加している営業区域

については指定しないものとしている。 

 （１）実働実車率が平成１３年度と比較して１０％以上減少していること。 

 （２）次の①又は②のいずれかに該当すること。 
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  ① 当該営業区域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計のうち、タ

クシー事業に係る営業収支率が１００％を下回る事業者が当該営業区域内

の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が占める割合（以下「赤字事

業者車両数シェア」という。）が１／２以上であること。 

  ② 赤字事業者車両数シェアが１／３以上であって、前年度と比較して赤字事

業者車両数シェアが１０ポイント以上増加していること。 

 （３）人口３０万人以上の都市を含む営業区域であること。 

 （４）総実車キロが前年度と比較して５％以上増加していないこと。 

 （５）次の①から③までのいずれかに該当すること。 

① 日車営収又は日車実車キロが平成１３年度と比較して１０％以上減少して

いること。  

② 当該営業区域における走行１００万キロ当たりの法令違反件数の直近５年

間の平均値が、全国における走行１００万キロ当たりの法令違反件数の直近

５年間の平均値を上回っていること。  

③ 当該営業区域における走行１００万キロ当たりの事故発生件数の直近５年

間の平均値が、全国における走行１００万キロ当たりの事故発生件数の直近

５年間の平均値を上回っていること。 

 （６）当該営業区域における協議会（特定地域及び準特定地域における一般乗用

旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第八条第一項

に規定する協議会をいう。以下同じ。）の同意があること。 

３．当審議会は、本事案の審議に当たり、公聴会を開催し所管局の陳述及び一般公

述人の公述を聴取したほか、当審議会に提出された資料及び所管局から聴取した

説明等に基づいて検討を行ったが、その結果は、次のとおりである。 

 （１）新潟交通圏は、所管局によると、平成２５年度末のタクシー車両の台数の

合計が１，０５５両で適正車両数の上限である８８７両を上回っている準特

定地域であり、次のとおり上記２．の要件をみたしている。 

① 平成２５年度の実働実車率は２９．０％であり、平成１３年度と比較して

１８．９％減少している。 

② 平成２５年度の赤字事業者車両数シェアが５３．６％と１／２以上であ

る。 

③ 人口が約８０万人の新潟市を含む営業区域である。 

④ 平成２５年度の総実車キロが２０，１６１，６９９キロであり、前年度と

比較して２．１％の減少となっている。 

⑤ 平成２５年度の日車実車キロが６８．８キロであり、平成１３年度と比較
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して１２．１％減少している。 

⑥ 新潟交通圏における協議会においては、地域住民の代表を含めた地域の多

様な主体により、利用者アンケートの結果等を活用し、地域・利用者の意向

を踏まえた議論がなされ、本年４月２日付けで同協議会より特定地域の指定

に同意する旨の報告があった。なお、同協議会における同意に瑕疵があると

は認められなかった。 

 （２）以上の状況に鑑みると、新潟交通圏については、当該地域における供給輸

送力の削減をしなければ、タクシー事業の健全な経営を維持し、並びに輸送

の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての

機能を十分に発揮することが困難であるため、当該地域の関係者の自主的な

取組を中心としてタクシー事業の適正化及び活性化を推進することが特に

必要であると認められる。このため、国土交通大臣が新潟交通圏を特定地域

として指定することは適当であると認める。  
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要 望 事 項 

 

１．国土交通大臣は、今回の特定地域の指定がタクシー事業の適正化及び活性化に

とってより効果的な措置となるよう、安全性や利用者利便を向上させるための環

境整備に努めるとともに、タクシー業界及び事業者に対し、次の指導・監督を徹

底していただきたい。 

（１）利用者が安全・安心・信頼してタクシーを利用できるよう、運行管理を徹底

し、運転者に対する安全・サービスに係る教育を更に充実させるとともに、安

全・労働関係法令の遵守を徹底すること。 

（２）事業者が自らの責任において利用者である地域住民に愛されるタクシーとな

ることに努めるとともに、地元自治体や地域住民に身近な団体等の協力を得つ

つ、観光、ビジネス、高齢者福祉、育児支援などの各種ニーズにつながる有効

な需要拡大措置の策定と実施に関係者と一体となって努力すること。 

 

２．国土交通大臣は、今回指定した特定地域におけるタクシーに係る各種指標等の

改善状況を定期的に把握するとともに、タクシー事業の適正化及び活性化に係る

業界の取組状況とそれに対する利用者の評価の把握に努め、必要に応じて当審議

会に報告していただきたい。  

また、指定の事由がなくなったと認められる場合には、可能な限り早期に指定

の解除を行うよう努められたい。  
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国 運 審 第 ４ １ 号 

平成２７年７月２８日 

 

 

国土交通大臣  太田 昭宏 殿 

 

 

           運輸審議会会長  上野 文雄 

 

 

答    申    書 

 

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定について 

 

 

                                              平２７第５０１２号 

 

 

 平成２７年７月２日付け国自旅第６２号をもって諮問された上記の事案につい

て審議した結果、次のとおり答申する。  
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主    文 

 

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活

性化に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、京浜交通圏（道路運送法施

行規則第五条の規定に基づき関東運輸局長が定める営業区域の「京浜交通圏」をい

う。以下同じ。）を平成２７年８月１日から平成３０年７月３１日までの間、一般

乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域に指定することは適当である。 

 

 

理    由 

 

１．国土交通大臣は、京浜交通圏における一般乗用旅客自動車運送事業（以下「タ

クシー事業」という。）の供給輸送力が輸送需要量に対して過剰であると認め、

当該地域におけるタクシー事業の事業用自動車一台当たりの収入の状況、法令の

違反その他の不適正な運営の状況及び事業用自動車の運行による事故の発生の

状況に照らして、当該地域における供給輸送力の削減をしなければ、タクシー事

業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することに

より、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難であるため、

当該地域の関係者の自主的な取組を中心としてタクシー事業の適正化及び活性

化を推進することが特に必要であると認めて、京浜交通圏を平成２７年８月１日

から平成３０年７月３１日までの間、特定地域（特定地域及び準特定地域におけ

る一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第三条

第一項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。）として指定することを

予定している。 

２．国土交通大臣は、直近年度末現在のタクシー事業に係る事業用自動車（以下「タ

クシー車両」という。）の台数が適正車両数の上限値を上回っている準特定地域

（特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び

活性化に関する特別措置法第三条の二第一項の規定により指定された地域をい

う。以下同じ。）のうち、次の（１）から（６）までのいずれにも該当する営業

区域について、３年を超えない範囲で期間を定めて特定地域として指定すること

としている。ただし、日車営収が平成１３年度と比較して増加している営業区域

については指定しないものとしている。 

 （１）実働実車率が平成１３年度と比較して１０％以上減少していること。 

 （２）次の①又は②のいずれかに該当すること。 
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  ① 当該営業区域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計のうち、タ

クシー事業に係る営業収支率が１００％を下回る事業者が当該営業区域内

の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が占める割合（以下「赤字事

業者車両数シェア」という。）が１／２以上であること。 

  ② 赤字事業者車両数シェアが１／３以上であって、前年度と比較して赤字事

業者車両数シェアが１０ポイント以上増加していること。 

 （３）人口３０万人以上の都市を含む営業区域であること。 

 （４）総実車キロが前年度と比較して５％以上増加していないこと。 

 （５）次の①から③までのいずれかに該当すること。 

  ① 日車営収又は日車実車キロが平成１３年度と比較して１０％以上減少して

いること。  

② 当該営業区域における走行１００万キロ当たりの法令違反件数の直近５年

間の平均値が、全国における走行１００万キロ当たりの法令違反件数の直近

５年間の平均値を上回っていること。  

③ 当該営業区域における走行１００万キロ当たりの事故発生件数の直近５年

間の平均値が、全国における走行１００万キロ当たりの事故発生件数の直近

５年間の平均値を上回っていること。 

 （６）当該営業区域における協議会（特定地域及び準特定地域における一般乗用

旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第八条第一項

に規定する協議会をいう。以下同じ。）の同意があること。 

３．当審議会に所管局から提出された資料及び所管局から聴取した説明等に基づい

て検討した結果は、次のとおりである。 

 （１）京浜交通圏は、所管局によると、平成２５年度末のタクシー車両の台数の

合計が６，９０１両で適正車両数の上限である６，３７９両を上回っている

準特定地域であり、次のとおり上記２．の要件をみたしている。 

① 平成２５年度の実働実車率は３３．８％であり、平成１３年度と比較して

１７．５％減少している。  

② 平成２５年度の赤字事業者車両数シェアが５５．９％と１／２以上となっ

ている。  

③ 人口が約３７０万人の横浜市を含む営業区域である。  

④ 平成２５年度の総実車キロが１７６，９４６，４１２キロであり、前年度

と比較して１．６％の減少となっている。  

⑤ 平成２５年度の日車営収及び日車実車キロがそれぞれ３７，２８３円及び

８５．５キロであり、平成１３年度と比較してそれぞれ１５．３％及び２４．
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９％減少している。また、走行１００万キロ当たりの事故発生件数の直近５

年間の平均値が８．６７３件であり、全国における走行１００万キロ当たり

の事故発生件数の直近５年間の平均値７．５６７件を上回っている。  

⑥ 京浜交通圏における協議会においては、地域住民の代表を含めた地域の多

様な主体により、利用者アンケートの結果等を活用し、地域・利用者の意向

を踏まえた議論がなされ、本年５月２９日付けで同協議会より特定地域の指

定に同意する旨の報告があった。 

 （２）以上の状況に鑑みると、京浜交通圏については、当該地域における供給輸

送力の削減をしなければ、タクシー事業の健全な経営を維持し、並びに輸送

の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての

機能を十分に発揮することが困難であるため、当該地域の関係者の自主的な

取組を中心としてタクシー事業の適正化及び活性化を推進することが特に必

要であると認められる。このため、国土交通大臣が京浜交通圏を特定地域と

して指定することは適当であると認める。 
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要 望 事 項 

 

１．国土交通大臣は、今回の特定地域の指定がタクシー事業の適正化及び活性化に

とってより効果的な措置となるよう、安全性や利用者利便を向上させるための環

境整備に努めるとともに、タクシー業界及び事業者に対し、次の指導・監督を徹

底していただきたい。 

（１）利用者が安全・安心・信頼してタクシーを利用できるよう、運行管理を徹底

し、運転者に対する安全・サービスに係る教育を更に充実させるとともに、安

全・労働関係法令の遵守を徹底すること。 

（２）事業者が自らの責任において利用者である地域住民に愛されるタクシーとな

ることに努めるとともに、地元自治体や地域住民に身近な団体等の協力を得つ

つ、観光、ビジネス、高齢者福祉、育児支援などの各種ニーズにつながる有効

な需要拡大措置の策定と実施に関係者と一体となって努力すること。 

 

２．国土交通大臣は、今回指定した特定地域におけるタクシーに係る各種指標等の

改善状況を定期的に把握するとともに、タクシー事業の適正化及び活性化に係る

業界の取組状況とそれに対する利用者の評価の把握に努め、必要に応じて当審議

会に報告していただきたい。  

また、指定の事由がなくなったと認められる場合には、可能な限り早期に指定

の解除を行うよう努められたい。
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国 運 審 第 ４ ２ 号 

平成２７年７月２８日 

 

 

国土交通大臣  太田 昭宏 殿 

 

 

           運輸審議会会長  上野 文雄 

 

 

答    申    書 

 

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定について 

 

 

                                              平２７第５０１３号 

 

 

 平成２７年７月２日付け国自旅第６２号をもって諮問された上記の事案につい

て審議した結果、次のとおり答申する。  
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主    文 

 

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活

性化に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、長野交通圏（道路運送法施

行規則第五条の規定に基づき北陸信越運輸局長が定める営業区域の「長野交通圏」

をいう。以下同じ。）を平成２７年８月１日から平成３０年７月３１日までの間、

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域に指定することは適当である。 

 

 

理    由 

 

１．国土交通大臣は、長野交通圏における一般乗用旅客自動車運送事業（以下「タ

クシー事業」という。）の供給輸送力が輸送需要量に対して過剰であると認め、

当該地域におけるタクシー事業の事業用自動車一台当たりの収入の状況、法令の

違反その他の不適正な運営の状況及び事業用自動車の運行による事故の発生の

状況に照らして、当該地域における供給輸送力の削減をしなければ、タクシー事

業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することに

より、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難であるため、

当該地域の関係者の自主的な取組を中心としてタクシー事業の適正化及び活性

化を推進することが特に必要であると認めて、長野交通圏を平成２７年８月１日

から平成３０年７月３１日までの間、特定地域（特定地域及び準特定地域におけ

る一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第三条

第一項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。）として指定することを

予定している。 

２．国土交通大臣は、直近年度末現在のタクシー事業に係る事業用自動車（以下「タ

クシー車両」という。）の台数が適正車両数の上限値を上回っている準特定地域

（特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び

活性化に関する特別措置法第三条の二第一項の規定により指定された地域をい

う。以下同じ。）のうち、次の（１）から（６）までのいずれにも該当する営業

区域について、３年を超えない範囲で期間を定めて特定地域として指定すること

としている。ただし、日車営収が平成１３年度と比較して増加している営業区域

については指定しないものとしている。 

 （１）実働実車率が平成１３年度と比較して１０％以上減少していること。 

 （２）次の①又は②のいずれかに該当すること。 
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  ① 当該営業区域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計のうち、タ

クシー事業に係る営業収支率が１００％を下回る事業者が当該営業区域内

の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が占める割合（以下「赤字事

業者車両数シェア」という。）が１／２以上であること。 

  ② 赤字事業者車両数シェアが１／３以上であって、前年度と比較して赤字事

業者車両数シェアが１０ポイント以上増加していること。 

 （３）人口３０万人以上の都市を含む営業区域であること。 

 （４）総実車キロが前年度と比較して５％以上増加していないこと。 

 （５）次の①から③までのいずれかに該当すること。 

  ① 日車営収又は日車実車キロが平成１３年度と比較して１０％以上減少して

いること。 

② 当該営業区域における走行１００万キロ当たりの法令違反件数の直近５

年間の平均値が、全国における走行１００万キロ当たりの法令違反件数の直

近５年間の平均値を上回っていること。 

③ 当該営業区域における走行１００万キロ当たりの事故発生件数の直近５

年間の平均値が、全国における走行１００万キロ当たりの事故発生件数の直

近５年間の平均値を上回っていること。 

 （６）当該営業区域における協議会（特定地域及び準特定地域における一般乗用

旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第八条第一項

に規定する協議会をいう。以下同じ。）の同意があること。 

３．当審議会に所管局から提出された資料及び所管局から聴取した説明等に基づい

て検討した結果は、次のとおりである。 

 （１）長野交通圏は、所管局によると、平成２５年度末のタクシー車両の台数の

合計が７４０両で適正車両数の上限である５７４両を上回っている準特定

地域であり、次のとおり上記２．の要件をみたしている。 

① 平成２５年度の実働実車率は２７．２％であり、平成１３年度と比較して

２４．４％減少している。 

② 平成２５年度の赤字事業者車両数シェアが７１．１％と１／２以上であ

る。 

③ 人口が約３８万人の長野市を含む営業区域である。 

④ 平成２５年度の総実車キロが９，１９７，５１９キロであり、前年度と比

較して２．８％の減少となっている。 

⑤ 平成２５年度の日車営収及び日車実車キロがそれぞれ２０，９１７円及び

４７．９キロであり、平成１３年度と比較してそれぞれ１９．９％及び３１．
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９％減少している。 

⑥ 長野交通圏における協議会においては、地域住民の代表を含めた地域の多

様な主体により、利用者アンケートの結果等を活用し、地域・利用者の意向

を踏まえた議論がなされ、本年６月１６日付けで同協議会より特定地域の指

定に同意する旨の報告があった。 

 （２）以上の状況に鑑みると、長野交通圏については、当該地域における供給輸

送力の削減をしなければ、タクシー事業の健全な経営を維持し、並びに輸送

の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての

機能を十分に発揮することが困難であるため、当該地域の関係者の自主的な

取組を中心としてタクシー事業の適正化及び活性化を推進することが特に必

要であると認められる。このため、国土交通大臣が長野交通圏を特定地域と

して指定することは適当であると認める。 
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要 望 事 項 

 

１．国土交通大臣は、今回の特定地域の指定がタクシー事業の適正化及び活性化に

とってより効果的な措置となるよう、安全性や利用者利便を向上させるための環

境整備に努めるとともに、タクシー業界及び事業者に対し、次の指導・監督を徹

底していただきたい。 

（１）利用者が安全・安心・信頼してタクシーを利用できるよう、運行管理を徹底

し、運転者に対する安全・サービスに係る教育を更に充実させるとともに、安

全・労働関係法令の遵守を徹底すること。 

（２）事業者が自らの責任において利用者である地域住民に愛されるタクシーとな

ることに努めるとともに、地元自治体や地域住民に身近な団体等の協力を得つ

つ、観光、ビジネス、高齢者福祉、育児支援などの各種ニーズにつながる有効

な需要拡大措置の策定と実施に関係者と一体となって努力すること。 

 

２．国土交通大臣は、今回指定した特定地域におけるタクシーに係る各種指標等の

改善状況を定期的に把握するとともに、タクシー事業の適正化及び活性化に係る

業界の取組状況とそれに対する利用者の評価の把握に努め、必要に応じて当審議

会に報告していただきたい。  

また、指定の事由がなくなったと認められる場合には、可能な限り早期に指定

の解除を行うよう努められたい。
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国 運 審 第 ４ ３ 号 

平成２７年７月２８日 

 

 

国土交通大臣  太田 昭宏 殿 

 

 

           運輸審議会会長  上野 文雄 

 

 

答    申    書 

 

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定について 

 

 

                                              平２７第５０１４号 

 

 

 平成２７年７月２日付け国自旅第６２号をもって諮問された上記の事案につい

て審議した結果、次のとおり答申する。  
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主    文 

 

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活

性化に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、金沢交通圏（道路運送法施

行規則第五条の規定に基づき北陸信越運輸局長が定める営業区域の「金沢交通圏」

をいう。以下同じ。）を平成２７年８月１日から平成３０年７月３１日までの間、

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域に指定することは適当である。 

 

 

理    由 

 

１．国土交通大臣は、金沢交通圏における一般乗用旅客自動車運送事業（以下「タ

クシー事業」という。）の供給輸送力が輸送需要量に対して過剰であると認め、

当該地域におけるタクシー事業の事業用自動車一台当たりの収入の状況、法令の

違反その他の不適正な運営の状況及び事業用自動車の運行による事故の発生の

状況に照らして、当該地域における供給輸送力の削減をしなければ、タクシー事

業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することに

より、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難であるため、

当該地域の関係者の自主的な取組を中心としてタクシー事業の適正化及び活性

化を推進することが特に必要であると認めて、金沢交通圏を平成２７年８月１日

から平成３０年７月３１日までの間、特定地域（特定地域及び準特定地域におけ

る一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第三条

第一項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。）として指定することを

予定している。 

２．国土交通大臣は、直近年度末現在のタクシー事業に係る事業用自動車（以下「タ

クシー車両」という。）の台数が適正車両数の上限値を上回っている準特定地域

（特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び

活性化に関する特別措置法第三条の二第一項の規定により指定された地域をい

う。以下同じ。）のうち、次の（１）から（６）までのいずれにも該当する営業

区域について、３年を超えない範囲で期間を定めて特定地域として指定すること

としている。ただし、日車営収が平成１３年度と比較して増加している営業区域

については指定しないものとしている。 

 （１）実働実車率が平成１３年度と比較して１０％以上減少していること。 

 （２）次の①又は②のいずれかに該当すること。 
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  ① 当該営業区域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計のうち、タ

クシー事業に係る営業収支率が１００％を下回る事業者が当該営業区域内

の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が占める割合（以下「赤字事

業者車両数シェア」という。）が１／２以上であること。 

  ② 赤字事業者車両数シェアが１／３以上であって、前年度と比較して赤字事

業者車両数シェアが１０ポイント以上増加していること。 

 （３）人口３０万人以上の都市を含む営業区域であること。 

 （４）総実車キロが前年度と比較して５％以上増加していないこと。 

 （５）次の①から③までのいずれかに該当すること。 

  ① 日車営収又は日車実車キロが平成１３年度と比較して１０％以上減少して

いること。  

② 当該営業区域における走行１００万キロ当たりの法令違反件数の直近５年

間の平均値が、全国における走行１００万キロ当たりの法令違反件数の直近

５年間の平均値を上回っていること。  

③ 当該営業区域における走行１００万キロ当たりの事故発生件数の直近５年

間の平均値が、全国における走行１００万キロ当たりの事故発生件数の直近

５年間の平均値を上回っていること。 

 （６）当該営業区域における協議会（特定地域及び準特定地域における一般乗用

旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第八条第一項

に規定する協議会をいう。以下同じ。）の同意があること。 

３．当審議会に所管局から提出された資料及び所管局から聴取した説明等に基づい

て検討した結果は、次のとおりである。 

 （１）金沢交通圏は、所管局によると、平成２５年度末のタクシー車両の台数の

合計が１，３２４両で適正車両数の上限である１，２０７両を上回っている

準特定地域であり、次のとおり上記２．の要件をみたしている。 

① 平成２５年度の実働実車率は２７．９％であり、平成１３年度と比較して

１８．８％減少している。 

② 平成２５年度の赤字事業者車両数シェアが５７．７％と１／２以上であ

る。 

③ 人口が約４６万人の金沢市を含む営業区域である。 

④ 平成２５年度の総実車キロが１８，６６２，８７５キロであり、前年度と

比較して２．６％の減少となっている。 

⑤ 平成２５年度の日車営収及び日車実車キロがそれぞれ２０，２６８円及び

５３．１キロであり、平成１３年度と比較してそれぞれ２１．８％及び２２．
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７％減少している。 

⑥ 金沢交通圏における協議会においては、地域住民の代表を含めた地域の多

様な主体により、利用者アンケートの結果等を活用し、地域・利用者の意向

を踏まえた議論がなされ、本年６月５日付けで同協議会より特定地域の指定

に同意する旨の報告があった。 

 （２）以上の状況に鑑みると、金沢交通圏については、当該地域における供給輸

送力の削減をしなければ、タクシー事業の健全な経営を維持し、並びに輸送

の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての

機能を十分に発揮することが困難であるため、当該地域の関係者の自主的な

取組を中心としてタクシー事業の適正化及び活性化を推進することが特に必

要であると認められる。このため、国土交通大臣が金沢交通圏を特定地域と

して指定することは適当であると認める。 
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要 望 事 項 

 

１．国土交通大臣は、今回の特定地域の指定がタクシー事業の適正化及び活性化に

とってより効果的な措置となるよう、安全性や利用者利便を向上させるための環

境整備に努めるとともに、タクシー業界及び事業者に対し、次の指導・監督を徹

底していただきたい。 

（１）利用者が安全・安心・信頼してタクシーを利用できるよう、運行管理を徹底

し、運転者に対する安全・サービスに係る教育を更に充実させるとともに、安

全・労働関係法令の遵守を徹底すること。 

（２）事業者が自らの責任において利用者である地域住民に愛されるタクシーとな

ることに努めるとともに、地元自治体や地域住民に身近な団体等の協力を得つ

つ、観光、ビジネス、高齢者福祉、育児支援などの各種ニーズにつながる有効

な需要拡大措置の策定と実施に関係者と一体となって努力すること。 

 

２．国土交通大臣は、今回指定した特定地域におけるタクシーに係る各種指標等の

改善状況を定期的に把握するとともに、タクシー事業の適正化及び活性化に係る

業界の取組状況とそれに対する利用者の評価の把握に努め、必要に応じて当審議

会に報告していただきたい。  

また、指定の事由がなくなったと認められる場合には、可能な限り早期に指定

の解除を行うよう努められたい。
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国 運 審 第 ４ ４ 号 

平成２７年７月２８日 

 

 

国土交通大臣  太田 昭宏 殿 

 

 

           運輸審議会会長  上野 文雄 

 

 

答    申    書 

 

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定について 

 

 

                                              平２７第５０１６号 

 

 

 平成２７年７月２日付け国自旅第６２号をもって諮問された上記の事案につい

て審議した結果、次のとおり答申する。  
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主    文 

 

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活

性化に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、倉敷交通圏（道路運送法施

行規則第五条の規定に基づき中国運輸局長が定める営業区域の「倉敷交通圏」をい

う。以下同じ。）を平成２７年８月１日から平成３０年７月３１日までの間、一般

乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域に指定することは適当である。 

 

 

理    由 

 

１．国土交通大臣は、倉敷交通圏における一般乗用旅客自動車運送事業（以下「タ

クシー事業」という。）の供給輸送力が輸送需要量に対して過剰であると認め、

当該地域におけるタクシー事業の事業用自動車一台当たりの収入の状況、法令の

違反その他の不適正な運営の状況及び事業用自動車の運行による事故の発生の

状況に照らして、当該地域における供給輸送力の削減をしなければ、タクシー事

業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することに

より、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難であるため、

当該地域の関係者の自主的な取組を中心としてタクシー事業の適正化及び活性

化を推進することが特に必要であると認めて、倉敷交通圏を平成２７年８月１日

から平成３０年７月３１日までの間、特定地域（特定地域及び準特定地域におけ

る一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第三条

第一項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。）として指定することを

予定している。 

２．国土交通大臣は、直近年度末現在のタクシー事業に係る事業用自動車（以下「タ

クシー車両」という。）の台数が適正車両数の上限値を上回っている準特定地域

（特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び

活性化に関する特別措置法第三条の二第一項の規定により指定された地域をい

う。以下同じ。）のうち、次の（１）から（６）までのいずれにも該当する営業

区域について、３年を超えない範囲で期間を定めて特定地域として指定すること

としている。ただし、日車営収が平成１３年度と比較して増加している営業区域

については指定しないものとしている。 

 （１）実働実車率が平成１３年度と比較して１０％以上減少していること。 

 （２）次の①又は②のいずれかに該当すること。 
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  ① 当該営業区域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計のうち、タ

クシー事業に係る営業収支率が１００％を下回る事業者が当該営業区域内

の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が占める割合（以下「赤字事

業者車両数シェア」という。）が１／２以上であること。 

  ② 赤字事業者車両数シェアが１／３以上であって、前年度と比較して赤字事

業者車両数シェアが１０ポイント以上増加していること。 

 （３）人口３０万人以上の都市を含む営業区域であること。 

 （４）総実車キロが前年度と比較して５％以上増加していないこと。 

 （５）次の①から③までのいずれかに該当すること。 

  ① 日車営収又は日車実車キロが平成１３年度と比較して１０％以上減少して

いること。  

② 当該営業区域における走行１００万キロ当たりの法令違反件数の直近５年

間の平均値が、全国における走行１００万キロ当たりの法令違反件数の直近

５年間の平均値を上回っていること。  

③ 当該営業区域における走行１００万キロ当たりの事故発生件数の直近５年

間の平均値が、全国における走行１００万キロ当たりの事故発生件数の直近

５年間の平均値を上回っていること。 

 （６）当該営業区域における協議会（特定地域及び準特定地域における一般乗用

旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第八条第一項

に規定する協議会をいう。以下同じ。）の同意があること。 

３．当審議会に所管局から提出された資料及び所管局から聴取した説明等に基づい

て検討した結果は、次のとおりである。 

 （１）倉敷交通圏は、所管局によると、平成２５年度末のタクシー車両の台数の

合計が７００両で適正車両数の上限である５２２両を上回っている準特定

地域であり、次のとおり上記２．の要件をみたしている。 

① 平成２５年度の実働実車率は２７．９％であり、平成１３年度と比較して

２４．９％減少している。 

② 平成２５年度の赤字事業者車両数シェアが５１．６％と１／２以上であ

る。 

③ 人口が約４８万人の倉敷市を含む営業区域である。 

④ 平成２５年度の総実車キロが９，６１５，５８７キロであり、前年度と比

較して０．８％の減少となっている。 

⑤ 平成２５年度の日車営収及び日車実車キロがそれぞれ１９，７３５円及び

５５．８キロであり、平成１３年度と比較してそれぞれ１０．６％及び２２．
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１％減少している。 

⑥ 倉敷交通圏における協議会においては、地域住民の代表を含めた地域の多

様な主体により、利用者アンケートの結果等を活用し、地域・利用者の意向

を踏まえた議論がなされ、本年６月３日付けで同協議会より特定地域の指定

に同意する旨の報告があった。 

（２）以上の状況に鑑みると、倉敷交通圏については、当該地域における供給輸

送力の削減をしなければ、タクシー事業の健全な経営を維持し、並びに輸送

の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての

機能を十分に発揮することが困難であるため、当該地域の関係者の自主的な

取組を中心としてタクシー事業の適正化及び活性化を推進することが特に

必要であると認められる。このため、国土交通大臣が倉敷交通圏を特定地域

として指定することは適当であると認める。  
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要 望 事 項 

 

１．国土交通大臣は、今回の特定地域の指定がタクシー事業の適正化及び活性化に

とってより効果的な措置となるよう、安全性や利用者利便を向上させるための環

境整備に努めるとともに、タクシー業界及び事業者に対し、次の指導・監督を徹

底していただきたい。 

（１）利用者が安全・安心・信頼してタクシーを利用できるよう、運行管理を徹底

し、運転者に対する安全・サービスに係る教育を更に充実させるとともに、安

全・労働関係法令の遵守を徹底すること。 

（２）事業者が自らの責任において利用者である地域住民に愛されるタクシーとな

ることに努めるとともに、地元自治体や地域住民に身近な団体等の協力を得つ

つ、観光、ビジネス、高齢者福祉、育児支援などの各種ニーズにつながる有効

な需要拡大措置の策定と実施に関係者と一体となって努力すること。 

 

２．国土交通大臣は、今回指定した特定地域におけるタクシーに係る各種指標等の

改善状況を定期的に把握するとともに、タクシー事業の適正化及び活性化に係る

業界の取組状況とそれに対する利用者の評価の把握に努め、必要に応じて当審議

会に報告していただきたい。  

また、指定の事由がなくなったと認められる場合には、可能な限り早期に指定

の解除を行うよう努められたい。
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国 運 審 第 ４ ５ 号 

平成２７年７月２８日 

 

 

国土交通大臣  太田 昭宏 殿 

 

 

           運輸審議会会長  上野 文雄 

 

 

答    申    書 

 

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定について 

 

 

                                              平２７第５０１８号 

 

 

 平成２７年７月２日付け国自旅第６２号をもって諮問された上記の事案につい

て審議した結果、次のとおり答申する。  
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主    文 

 

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活

性化に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、北九州交通圏（道路運送法

施行規則第五条の規定に基づき九州運輸局長が定める営業区域の「北九州交通圏」

をいう。以下同じ。）を平成２７年８月１日から平成３０年７月３１日までの間、

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域に指定することは適当である。 

 

 

理    由 

 

１．国土交通大臣は、北九州交通圏における一般乗用旅客自動車運送事業（以下「タ

クシー事業」という。）の供給輸送力が輸送需要量に対して過剰であると認め、

当該地域におけるタクシー事業の事業用自動車一台当たりの収入の状況、法令の

違反その他の不適正な運営の状況及び事業用自動車の運行による事故の発生の

状況に照らして、当該地域における供給輸送力の削減をしなければ、タクシー事

業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することに

より、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難であるため、

当該地域の関係者の自主的な取組を中心としてタクシー事業の適正化及び活性

化を推進することが特に必要であると認めて、北九州交通圏を平成２７年８月１

日から平成３０年７月３１日までの間、特定地域（特定地域及び準特定地域にお

ける一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第三

条第一項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。）として指定すること

を予定している。 

２．国土交通大臣は、直近年度末現在のタクシー事業に係る事業用自動車（以下「タ

クシー車両」という。）の台数が適正車両数の上限値を上回っている準特定地域

（特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び

活性化に関する特別措置法第三条の二第一項の規定により指定された地域をい

う。以下同じ。）のうち、次の（１）から（６）までのいずれにも該当する営業

区域について、３年を超えない範囲で期間を定めて特定地域として指定すること

としている。ただし、日車営収が平成１３年度と比較して増加している営業区域

については指定しないものとしている。 

 （１）実働実車率が平成１３年度と比較して１０％以上減少していること。 

 （２）次の①又は②のいずれかに該当すること。 
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  ① 当該営業区域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計のうち、タ

クシー事業に係る営業収支率が１００％を下回る事業者が当該営業区域内

の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が占める割合（以下「赤字事

業者車両数シェア」という。）が１／２以上であること。 

  ② 赤字事業者車両数シェアが１／３以上であって、前年度と比較して赤字事

業者車両数シェアが１０ポイント以上増加していること。 

 （３）人口３０万人以上の都市を含む営業区域であること。 

 （４）総実車キロが前年度と比較して５％以上増加していないこと。 

 （５）次の①から③までのいずれかに該当すること。 

  ① 日車営収又は日車実車キロが平成１３年度と比較して１０％以上減少して

いること。  

② 当該営業区域における走行１００万キロ当たりの法令違反件数の直近５年

間の平均値が、全国における走行１００万キロ当たりの法令違反件数の直近

５年間の平均値を上回っていること。  

③ 当該営業区域における走行１００万キロ当たりの事故発生件数の直近５年

間の平均値が、全国における走行１００万キロ当たりの事故発生件数の直近

５年間の平均値を上回っていること。 

 （６）当該営業区域における協議会（特定地域及び準特定地域における一般乗用

旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第八条第一項

に規定する協議会をいう。以下同じ。）の同意があること。 

３．当審議会に所管局から提出された資料及び所管局から聴取した説明等に基づい

て検討した結果は、次のとおりである。 

 （１）北九州交通圏は、所管局によると、平成２５年度末のタクシー車両の台数

の合計が２，８９２両で適正車両数の上限である２，５５０両を上回ってい

る準特定地域であり、次のとおり上記２．の要件をみたしている。 

① 平成２５年度の実働実車率は２９．５％であり、平成１３年度と比較して

１２．７％減少している。 

② 平成２５年度の赤字事業者車両数シェアが６５．６％と１／２以上であ

る。 

③ 人口が約９６万人の北九州市を含む営業区域である。 

④ 平成２５年度の総実車キロが４６，４５１，２６７キロであり、前年度と

比較して２．４％の減少となっている。 

⑤ 平成２５年度の日車実車キロが５４．３キロであり、平成１３年度と比較

して１７．４％減少している。 
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⑥ 北九州交通圏における協議会においては、地域住民の代表を含めた地域の

多様な主体により、利用者アンケートの結果等を活用し、地域・利用者の意

向を踏まえた議論がなされ、本年６月２２日付けで同協議会より特定地域の

指定に同意する旨の報告があった。 

 （２）以上の状況に鑑みると、北九州交通圏については、当該地域における供給

輸送力の削減をしなければ、タクシー事業の健全な経営を維持し、並びに輸

送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通として

の機能を十分に発揮することが困難であるため、当該地域の関係者の自主的

な取組を中心としてタクシー事業の適正化及び活性化を推進することが特

に必要であると認められる。このため、国土交通大臣が北九州交通圏を特定

地域として指定することは適当であると認める。  
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要 望 事 項 

 

１．国土交通大臣は、今回の特定地域の指定がタクシー事業の適正化及び活性化に

とってより効果的な措置となるよう、安全性や利用者利便を向上させるための環

境整備に努めるとともに、タクシー業界及び事業者に対し、次の指導・監督を徹

底していただきたい。 

（１）利用者が安全・安心・信頼してタクシーを利用できるよう、運行管理を徹底

し、運転者に対する安全・サービスに係る教育を更に充実させるとともに、安

全・労働関係法令の遵守を徹底すること。 

（２）事業者が自らの責任において利用者である地域住民に愛されるタクシーとな

ることに努めるとともに、地元自治体や地域住民に身近な団体等の協力を得つ

つ、観光、ビジネス、高齢者福祉、育児支援などの各種ニーズにつながる有効

な需要拡大措置の策定と実施に関係者と一体となって努力すること。 

 

２．国土交通大臣は、今回指定した特定地域におけるタクシーに係る各種指標等の

改善状況を定期的に把握するとともに、タクシー事業の適正化及び活性化に係る

業界の取組状況とそれに対する利用者の評価の把握に努め、必要に応じて当審議

会に報告していただきたい。  

また、指定の事由がなくなったと認められる場合には、可能な限り早期に指定

の解除を行うよう努められたい。
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国 運 審 第 ４ ６ 号 

平成２７年７月２８日 

 

 

国土交通大臣  太田 昭宏 殿 

 

 

           運輸審議会会長  上野 文雄 

 

 

答    申    書 

 

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定について 

 

 

                                              平２７第５０１９号 

 

 

 平成２７年７月２日付け国自旅第６２号をもって諮問された上記の事案につい

て審議した結果、次のとおり答申する。  
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主    文 

 

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活

性化に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、長崎交通圏（道路運送法施

行規則第五条の規定に基づき九州運輸局長が定める営業区域の「長崎交通圏」をい

う。以下同じ。）を平成２７年８月１日から平成３０年７月３１日までの間、一般

乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域に指定することは適当である。 

 

 

理    由 

 

１．国土交通大臣は、長崎交通圏における一般乗用旅客自動車運送事業（以下「タ

クシー事業」という。）の供給輸送力が輸送需要量に対して過剰であると認め、

当該地域におけるタクシー事業の事業用自動車一台当たりの収入の状況、法令の

違反その他の不適正な運営の状況及び事業用自動車の運行による事故の発生の

状況に照らして、当該地域における供給輸送力の削減をしなければ、タクシー事

業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することに

より、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難であるため、

当該地域の関係者の自主的な取組を中心としてタクシー事業の適正化及び活性

化を推進することが特に必要であると認めて、長崎交通圏を平成２７年８月１日

から平成３０年７月３１日までの間、特定地域（特定地域及び準特定地域におけ

る一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第三条

第一項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。）として指定することを

予定している。 

２．国土交通大臣は、直近年度末現在のタクシー事業に係る事業用自動車（以下「タ

クシー車両」という。）の台数が適正車両数の上限値を上回っている準特定地域

（特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び

活性化に関する特別措置法第三条の二第一項の規定により指定された地域をい

う。以下同じ。）のうち、次の（１）から（６）までのいずれにも該当する営業

区域について、３年を超えない範囲で期間を定めて特定地域として指定すること

としている。ただし、日車営収が平成１３年度と比較して増加している営業区域

については指定しないものとしている。 

 （１）実働実車率が平成１３年度と比較して１０％以上減少していること。 

 （２）次の①又は②のいずれかに該当すること。 
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  ① 当該営業区域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計のうち、タ

クシー事業に係る営業収支率が１００％を下回る事業者が当該営業区域内

の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が占める割合（以下「赤字事

業者車両数シェア」という。）が１／２以上であること。 

  ② 赤字事業者車両数シェアが１／３以上であって、前年度と比較して赤字事

業者車両数シェアが１０ポイント以上増加していること。 

 （３）人口３０万人以上の都市を含む営業区域であること。 

 （４）総実車キロが前年度と比較して５％以上増加していないこと。 

 （５）次の①から③までのいずれかに該当すること。 

  ① 日車営収又は日車実車キロが平成１３年度と比較して１０％以上減少して

いること。  

② 当該営業区域における走行１００万キロ当たりの法令違反件数の直近５年

間の平均値が、全国における走行１００万キロ当たりの法令違反件数の直近

５年間の平均値を上回っていること。  

③ 当該営業区域における走行１００万キロ当たりの事故発生件数の直近５年

間の平均値が、全国における走行１００万キロ当たりの事故発生件数の直近

５年間の平均値を上回っていること。 

 （６）当該営業区域における協議会（特定地域及び準特定地域における一般乗用

旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第八条第一項

に規定する協議会をいう。以下同じ。）の同意があること。 

３．当審議会に所管局から提出された資料及び所管局から聴取した説明等に基づい

て検討した結果は、次のとおりである。 

 （１）長崎交通圏は、所管局によると、平成２５年度末のタクシー車両の台数の

合計が１，３００両で適正車両数の上限である１，１０６両を上回っている

準特定地域であり、次のとおり上記２．の要件をみたしている。 

① 平成２５年度の実働実車率は２６．３％であり、平成１３年度と比較して

２２．２％減少している。 

② 平成２５年度の赤字事業者車両数シェアが６８．８％と１／２以上であ

る。 

③ 人口が約４３万人の長崎市を含む営業区域である。 

④ 平成２５年度の総実車キロが２６，９１４，５３３キロであり、前年度と

比較して０．７％の減少となっている。 

⑤ 平成２５年度の日車営収及び日車実車キロが２５，２５８円及び６５．８

キロであり、平成１３年度と比較してそれぞれ１６．１％及び２６．７％減
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少している。 

⑥ 長崎交通圏における協議会においては、地域住民の代表を含めた地域の多

様な主体により、利用者アンケートの結果等を活用し、地域・利用者の意向

を踏まえた議論がなされ、本年５月２２日付けで同協議会より特定地域の指

定に同意する旨の報告があった。 

 （２）以上の状況に鑑みると、長崎交通圏については、当該地域における供給輸

送力の削減をしなければ、タクシー事業の健全な経営を維持し、並びに輸送

の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての

機能を十分に発揮することが困難であるため、当該地域の関係者の自主的な

取組を中心としてタクシー事業の適正化及び活性化を推進することが特に必

要であると認められる。このため、国土交通大臣が長崎交通圏を特定地域と

して指定することは適当であると認める。  
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要 望 事 項 

 

１．国土交通大臣は、今回の特定地域の指定がタクシー事業の適正化及び活性化に

とってより効果的な措置となるよう、安全性や利用者利便を向上させるための環

境整備に努めるとともに、タクシー業界及び事業者に対し、次の指導・監督を徹

底していただきたい。 

（１）利用者が安全・安心・信頼してタクシーを利用できるよう、運行管理を徹底

し、運転者に対する安全・サービスに係る教育を更に充実させるとともに、安

全・労働関係法令の遵守を徹底すること。 

（２）事業者が自らの責任において利用者である地域住民に愛されるタクシーとな

ることに努めるとともに、地元自治体や地域住民に身近な団体等の協力を得つ

つ、観光、ビジネス、高齢者福祉、育児支援などの各種ニーズにつながる有効

な需要拡大措置の策定と実施に関係者と一体となって努力すること。 

 

２．国土交通大臣は、今回指定した特定地域におけるタクシーに係る各種指標等の

改善状況を定期的に把握するとともに、タクシー事業の適正化及び活性化に係る

業界の取組状況とそれに対する利用者の評価の把握に努め、必要に応じて当審議

会に報告していただきたい。  

また、指定の事由がなくなったと認められる場合には、可能な限り早期に指定

の解除を行うよう努められたい。
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国 運 審 第 ４ ７ 号 

平成２７年７月２８日 

 

 

国土交通大臣  太田 昭宏 殿 

 

 

           運輸審議会会長  上野 文雄 

 

 

答    申    書 

 

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定について 

 

 

                                              平２７第５０２０号 

 

 

 平成２７年７月２日付け国自旅第６２号をもって諮問された上記の事案につい

て審議した結果、次のとおり答申する。  
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主    文 

 

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活

性化に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、宮崎交通圏（道路運送法施

行規則第五条の規定に基づき九州運輸局長が定める営業区域の「宮崎交通圏」をい

う。以下同じ。）を平成２７年８月１日から平成３０年７月３１日までの間、一般

乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域に指定することは適当である。 

 

 

理    由 

 

１．国土交通大臣は、宮崎交通圏における一般乗用旅客自動車運送事業（以下「タ

クシー事業」という。）の供給輸送力が輸送需要量に対して過剰であると認め、

当該地域におけるタクシー事業の事業用自動車一台当たりの収入の状況、法令の

違反その他の不適正な運営の状況及び事業用自動車の運行による事故の発生の

状況に照らして、当該地域における供給輸送力の削減をしなければ、タクシー事

業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することに

より、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難であるため、

当該地域の関係者の自主的な取組を中心としてタクシー事業の適正化及び活性

化を推進することが特に必要であると認めて、宮崎交通圏を平成２７年８月１日

から平成３０年７月３１日までの間、特定地域（特定地域及び準特定地域におけ

る一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第三条

第一項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。）として指定することを

予定している。 

２．国土交通大臣は、直近年度末現在のタクシー事業に係る事業用自動車（以下「タ

クシー車両」という。）の台数が適正車両数の上限値を上回っている準特定地域

（特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び

活性化に関する特別措置法第三条の二第一項の規定により指定された地域をい

う。以下同じ。）のうち、次の（１）から（６）までのいずれにも該当する営業

区域について、３年を超えない範囲で期間を定めて特定地域として指定すること

としている。ただし、日車営収が平成１３年度と比較して増加している営業区域

については指定しないものとしている。 

 （１）実働実車率が平成１３年度と比較して１０％以上減少していること。 

 （２）次の①又は②のいずれかに該当すること。 
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  ① 当該営業区域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計のうち、タ

クシー事業に係る営業収支率が１００％を下回る事業者が当該営業区域内

の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が占める割合（以下「赤字事

業者車両数シェア」という。）が１／２以上であること。 

  ② 赤字事業者車両数シェアが１／３以上であって、前年度と比較して赤字事

業者車両数シェアが１０ポイント以上増加していること。 

 （３）人口３０万人以上の都市を含む営業区域であること。 

 （４）総実車キロが前年度と比較して５％以上増加していないこと。 

 （５）次の①から③までのいずれかに該当すること。 

  ① 日車営収又は日車実車キロが平成１３年度と比較して１０％以上減少して

いること。  

② 当該営業区域における走行１００万キロ当たりの法令違反件数の直近５年

間の平均値が、全国における走行１００万キロ当たりの法令違反件数の直近

５年間の平均値を上回っていること。  

③ 当該営業区域における走行１００万キロ当たりの事故発生件数の直近５年

間の平均値が、全国における走行１００万キロ当たりの事故発生件数の直近

５年間の平均値を上回っていること。 

 （６）当該営業区域における協議会（特定地域及び準特定地域における一般乗用

旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第八条第一項

に規定する協議会をいう。以下同じ。）の同意があること。 

３．当審議会に所管局から提出された資料及び所管局から聴取した説明等に基づい

て検討した結果は、次のとおりである。 

 （１）宮崎交通圏は、所管局によると、平成２５年度末のタクシー車両の台数の

合計が１，０３９両で適正車両数の上限である９５７両を上回っている準特

定地域であり、次のとおり上記２．の要件をみたしている。 

① 平成２５年度の実働実車率は２９．４％であり、平成１３年度と比較して

１２．７％減少している。 

② 平成２５年度の赤字事業者車両数シェアが４３．１％と１／３以上であ

り、前年度と比較して１８．６ポイント増加している。 

③ 人口が約４０万人の宮崎市を含む営業区域である。 

④ 平成２５年度の総実車キロが１５，７３３，０４７キロであり、前年度と

比較して０．５％の減少となっている。 

⑤ 平成２５年度の日車営収及び日車実車キロがそれぞれ１５，４６８円及び

５０．８キロであり、平成１３年度と比較してそれぞれ１７．３％及び１３．
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１％減少している。 

⑥ 宮崎交通圏における協議会においては、地域住民の代表を含めた地域の多

様な主体により、利用者アンケートの結果等を活用し、地域・利用者の意向

を踏まえた議論がなされ、本年５月２６日付けで同協議会より特定地域の指

定に同意する旨の報告があった。 

 （２）以上の状況に鑑みると、宮崎交通圏については、当該地域における供給輸

送力の削減をしなければ、タクシー事業の健全な経営を維持し、並びに輸送

の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての

機能を十分に発揮することが困難であるため、当該地域の関係者の自主的な

取組を中心としてタクシー事業の適正化及び活性化を推進することが特に必

要であると認められる。このため、国土交通大臣が宮崎交通圏を特定地域と

して指定することは適当であると認める。  
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要 望 事 項 

 

１．国土交通大臣は、今回の特定地域の指定がタクシー事業の適正化及び活性化に

とってより効果的な措置となるよう、安全性や利用者利便を向上させるための環

境整備に努めるとともに、タクシー業界及び事業者に対し、次の指導・監督を徹

底していただきたい。 

（１）利用者が安全・安心・信頼してタクシーを利用できるよう、運行管理を徹底

し、運転者に対する安全・サービスに係る教育を更に充実させるとともに、安

全・労働関係法令の遵守を徹底すること。 

（２）事業者が自らの責任において利用者である地域住民に愛されるタクシーとな

ることに努めるとともに、地元自治体や地域住民に身近な団体等の協力を得つ

つ、観光、ビジネス、高齢者福祉、育児支援などの各種ニーズにつながる有効

な需要拡大措置の策定と実施に関係者と一体となって努力すること。 

 

２．国土交通大臣は、今回指定した特定地域におけるタクシーに係る各種指標等の

改善状況を定期的に把握するとともに、タクシー事業の適正化及び活性化に係る

業界の取組状況とそれに対する利用者の評価の把握に努め、必要に応じて当審議

会に報告していただきたい。  

また、指定の事由がなくなったと認められる場合には、可能な限り早期に指定

の解除を行うよう努められたい。
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国 運 審 第 ４ ８ 号 

平成２７年７月２８日 

 

 

国土交通大臣  太田 昭宏 殿 

 

 

           運輸審議会会長  上野 文雄 

 

 

答    申    書 

 

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定について 

 

 

                                              平２７第５０２１号 

 

 

 平成２７年７月２日付け国自旅第６２号をもって諮問された上記の事案につい

て審議した結果、次のとおり答申する。  
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主    文 

 

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活

性化に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、鹿児島市（道路運送法施行

規則第五条の規定に基づき九州運輸局長が定める営業区域の「鹿児島市」をいう。

以下同じ。）を平成２７年８月１日から平成３０年７月３１日までの間、一般乗用

旅客自動車運送事業に係る特定地域に指定することは適当である。 

 

 

理    由 

 

１．国土交通大臣は、鹿児島市における一般乗用旅客自動車運送事業（以下「タク

シー事業」という。）の供給輸送力が輸送需要量に対して過剰であると認め、当

該地域におけるタクシー事業の事業用自動車一台当たりの収入の状況、法令の違

反その他の不適正な運営の状況及び事業用自動車の運行による事故の発生の状

況に照らして、当該地域における供給輸送力の削減をしなければ、タクシー事業

の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することによ

り、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難であるため、当

該地域の関係者の自主的な取組を中心としてタクシー事業の適正化及び活性化

を推進することが特に必要であると認めて、鹿児島市を平成２７年８月１日から

平成３０年７月３１日までの間、特定地域（特定地域及び準特定地域における一

般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第三条第一

項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。）として指定することを予定

している。 

２．国土交通大臣は、直近年度末現在のタクシー事業に係る事業用自動車（以下「タ

クシー車両」という。）の台数が適正車両数の上限値を上回っている準特定地域

（特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び

活性化に関する特別措置法第三条の二第一項の規定により指定された地域をい

う。以下同じ。）のうち、次の（１）から（６）までのいずれにも該当する営業

区域について、３年を超えない範囲で期間を定めて特定地域として指定すること

としている。ただし、日車営収が平成１３年度と比較して増加している営業区域

については指定しないものとしている。 

 （１）実働実車率が平成１３年度と比較して１０％以上減少していること。 

 （２）次の①又は②のいずれかに該当すること。 
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  ① 当該営業区域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計のうち、タ

クシー事業に係る営業収支率が１００％を下回る事業者が当該営業区域内

の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が占める割合（以下「赤字事

業者車両数シェア」という。）が１／２以上であること。 

  ② 赤字事業者車両数シェアが１／３以上であって、前年度と比較して赤字事

業者車両数シェアが１０ポイント以上増加していること。 

 （３）人口３０万人以上の都市を含む営業区域であること。 

 （４）総実車キロが前年度と比較して５％以上増加していないこと。 

 （５）次の①から③までのいずれかに該当すること。 

  ① 日車営収又は日車実車キロが平成１３年度と比較して１０％以上減少して

いること。  

② 当該営業区域における走行１００万キロ当たりの法令違反件数の直近５年

間の平均値が、全国における走行１００万キロ当たりの法令違反件数の直近

５年間の平均値を上回っていること。  

③ 当該営業区域における走行１００万キロ当たりの事故発生件数の直近５年

間の平均値が、全国における走行１００万キロ当たりの事故発生件数の直近

５年間の平均値を上回っていること。 

 （６）当該営業区域における協議会（特定地域及び準特定地域における一般乗用

旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第八条第一項

に規定する協議会をいう。以下同じ。）の同意があること。 

３．当審議会に所管局から提出された資料及び所管局から聴取した説明等に基づい

て検討した結果は、次のとおりである。 

 （１）鹿児島市は、所管局によると、平成２５年度末のタクシー車両の台数の合

計が１，８４５両で適正車両数の上限である１，４０６両を上回っている準

特定地域であり、次のとおり上記２．の要件をみたしている。 

① 平成２５年度の実働実車率は２５．３％であり、平成１３年度と比較して

１３．５％減少している。 

② 平成２５年度の赤字事業者車両数シェアが８０．１％と１／２以上であ

る。 

③ 人口が約６１万人の鹿児島市を含む営業区域である。 

④ 平成２５年度の総実車キロが２２，４６７，０２６キロであり、前年度と

比較して４．６％の減少となっている。 

⑤ 平成２５年度の日車営収及び日車実車キロがそれぞれ１７，５５４円及び

４６．７キロであり、平成１３年度と比較してそれぞれ１０．６％及び２１．
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２％減少している。 

⑥ 鹿児島市における協議会においては、地域住民の代表を含めた地域の多様

な主体により、利用者アンケートの結果等を活用し、地域・利用者の意向を

踏まえた議論がなされ、本年６月１７日付けで同協議会より特定地域の指定

に同意する旨の報告があった。 

 （２）以上の状況に鑑みると、鹿児島市については、当該地域における供給輸送

力の削減をしなければ、タクシー事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の

安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての機

能を十分に発揮することが困難であるため、当該地域の関係者の自主的な取

組を中心としてタクシー事業の適正化及び活性化を推進することが特に必要

であると認められる。このため、国土交通大臣が鹿児島市を特定地域として

指定することは適当であると認める。 
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要 望 事 項 

 

１．国土交通大臣は、今回の特定地域の指定がタクシー事業の適正化及び活性化に

とってより効果的な措置となるよう、安全性や利用者利便を向上させるための環

境整備に努めるとともに、タクシー業界及び事業者に対し、次の指導・監督を徹

底していただきたい。 

（１）利用者が安全・安心・信頼してタクシーを利用できるよう、運行管理を徹底

し、運転者に対する安全・サービスに係る教育を更に充実させるとともに、安

全・労働関係法令の遵守を徹底すること。 

（２）事業者が自らの責任において利用者である地域住民に愛されるタクシーとな

ることに努めるとともに、地元自治体や地域住民に身近な団体等の協力を得つ

つ、観光、ビジネス、高齢者福祉、育児支援などの各種ニーズにつながる有効

な需要拡大措置の策定と実施に関係者と一体となって努力すること。 

 

２．国土交通大臣は、今回指定した特定地域におけるタクシーに係る各種指標等の

改善状況を定期的に把握するとともに、タクシー事業の適正化及び活性化に係る

業界の取組状況とそれに対する利用者の評価の把握に努め、必要に応じて当審議

会に報告していただきたい。  

また、指定の事由がなくなったと認められる場合には、可能な限り早期に指定

の解除を行うよう努められたい。
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○国土交通省告示第 991 号（平成 27 年 9 月 7 日） 

 

 

国 運 審 第 ６ １ 号 

平成２７年８月２７日 

 

 

国土交通大臣  太田 昭宏 殿 

 

 

           運輸審議会会長  上野 文雄 

 

 

答    申    書 

 

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定について 

 

 

                                              平２７第５００５号 

 

 

 平成２７年６月２日付け国自旅第３２号をもって諮問された上記の事案につい

て、平成２７年８月７日に公聴会を開催したほか、同審議会において審議した結果、

次のとおり答申する。  
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主    文 

 

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活

性化に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、神戸市域交通圏（道路運送

法施行規則第五条の規定に基づき近畿運輸局長が定める営業区域の「神戸市域交通

圏」をいう。以下同じ。）を平成２７年９月１日から平成３０年８月３１日までの

間、一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域に指定することは適当である。 

 

 

理    由 

 

１．国土交通大臣は、神戸市域交通圏における一般乗用旅客自動車運送事業（以下

「タクシー事業」という。）の供給輸送力が輸送需要量に対して過剰であると認

め、当該地域におけるタクシー事業の事業用自動車一台当たりの収入の状況、法

令の違反その他の不適正な運営の状況及び事業用自動車の運行による事故の発

生の状況に照らして、当該地域における供給輸送力の削減をしなければ、タクシ

ー事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保するこ

とにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難であるた

め、当該地域の関係者の自主的な取組を中心としてタクシー事業の適正化及び活

性化を推進することが特に必要であると認めて、神戸市域交通圏を平成２７年９

月１日から平成３０年８月３１日までの間、特定地域（特定地域及び準特定地域

における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法

第三条第一項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。）として指定する

ことを予定している。 

２．国土交通大臣は、直近年度末現在のタクシー事業に係る事業用自動車（以下「タ

クシー車両」という。）の台数が適正車両数の上限値を上回っている準特定地域

（特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び

活性化に関する特別措置法第三条の二第一項の規定により指定された地域をい

う。以下同じ。）のうち、次の（１）から（６）までのいずれにも該当する営業

区域について、３年を超えない範囲で期間を定めて特定地域として指定すること

としている。ただし、日車営収が平成１３年度と比較して増加している営業区域

については指定しないものとしている。 

 （１）実働実車率が平成１３年度と比較して１０％以上減少していること。 

 （２）次の①又は②のいずれかに該当すること。 
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  ① 当該営業区域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計のうち、タ

クシー事業に係る営業収支率が１００％を下回る事業者が当該営業区域内

の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が占める割合（以下「赤字事

業者車両数シェア」という。）が１／２以上であること。 

  ② 赤字事業者車両数シェアが１／３以上であって、前年度と比較して赤字事

業者車両数シェアが１０ポイント以上増加していること。 

 （３）人口３０万人以上の都市を含む営業区域であること。 

 （４）総実車キロが前年度と比較して５％以上増加していないこと。 

 （５）次の①から③までのいずれかに該当すること。 

  ① 日車営収又は日車実車キロが平成１３年度と比較して１０％以上減少して

いること。  

② 当該営業区域における走行１００万キロ当たりの法令違反件数の直近５年

間の平均値が、全国における走行１００万キロ当たりの法令違反件数の直近

５年間の平均値を上回っていること。  

③ 当該営業区域における走行１００万キロ当たりの事故発生件数の直近５年

間の平均値が、全国における走行１００万キロ当たりの事故発生件数の直近

５年間の平均値を上回っていること。 

 （６）当該営業区域における協議会（特定地域及び準特定地域における一般乗用

旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第八条第一項

に規定する協議会をいう。以下同じ。）の同意があること。 

３．当審議会は、本事案の審議に当たり、公聴会を開催し所管局の陳述及び一般公

述人の公述を聴取したほか、同審議会に提出された資料及び所管局から聴取した

説明等に基づいて検討を行ったが、その結果は、次のとおりである。 

 （１）神戸市域交通圏は、所管局によると、平成２５年度末のタクシー車両の台

数の合計が５，３３２両で適正車両数の上限である４，４９４両を上回って

いる準特定地域であり、次のとおり上記２．の要件をみたしている。 

① 平成２５年度の実働実車率は３０．３％であり、平成１３年度と比較して

１５．２％減少している。 

② 平成２５年度の赤字事業者車両数シェアが５５．５％と１／２以上であ

る。 

③ 人口が約１５４万人の神戸市を含む営業区域である。 

④ 平成２５年度の総実車キロが９８，８４１，４３３キロであり、前年度と

比較して３．１％の減少となっている。 

⑤ 平成２５年度の日車実車キロが６９．４キロであり、平成１３年度と比較
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して１６．１％減少している。また、走行１００万キロ当たりの法令違反件

数の直近５年間の平均値が０．１８８４件であり、全国における走行１００

万キロ当たりの法令違反件数の直近５年間の平均値０．０５０９件を上回っ

ている。さらに、走行１００万キロ当たりの事故発生件数の直近５年間の平

均値が７．９６０件であり、全国における走行１００万キロ当たりの事故発

生件数の直近５年間の平均値７．５６７件を上回っている。 

⑥ 神戸市域交通圏における協議会においては、地域住民の代表を含めた地域

の多様な主体により、利用者アンケートの結果等を活用し、地域・利用者の

意向を踏まえた議論がなされ、本年４月２８日付けで同協議会より特定地域

の指定に同意する旨の報告があった。 

 （２）以上の状況に鑑みると、神戸市域交通圏については、当該地域における供

給輸送力の削減をしなければ、タクシー事業の健全な経営を維持し、並びに

輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通とし

ての機能を十分に発揮することが困難であるため、当該地域の関係者の自主

的な取組を中心としてタクシー事業の適正化及び活性化を推進することが特

に必要であると認められる。このため、国土交通大臣が神戸市域交通圏を特

定地域として指定することは適当であると認める。  
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要 望 事 項 

 

１．国土交通大臣は、今回の特定地域の指定がタクシー事業の適正化及び活性化に

とってより効果的な措置となるよう、安全性や利用者利便を向上させるための環

境整備に努めるとともに、タクシー業界及び事業者に対し、次の指導・監督を徹

底していただきたい。 

（１）利用者が安全・安心・信頼してタクシーを利用できるよう、運行管理を徹底

し、運転者に対する安全・サービスに係る教育を更に充実させるとともに、安

全・労働関係法令の遵守を徹底すること。 

（２）事業者が自らの責任において利用者である地域住民に愛されるタクシーとな

ることに努めるとともに、地元自治体や地域住民に身近な団体等の協力を得つ

つ、観光、ビジネス、高齢者福祉、育児支援などの各種ニーズにつながる有効

な需要拡大措置の策定と実施に関係者と一体となって努力すること。 

 

２．国土交通大臣は、今回指定した特定地域におけるタクシーに係る各種指標等の

改善状況を定期的に把握するとともに、タクシー事業の適正化及び活性化に係る

業界の取組状況とそれに対する利用者の評価の把握に努め、必要に応じて当審議

会に報告していただきたい。  

また、指定の事由がなくなったと認められる場合には、可能な限り早期に指定

の解除を行うよう努められたい。
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○国土交通省告示第 1159 号（平成 28 年 10 月 25 日） 

 

 

国 運 審 第 ７ ８ 号 

平成２７年１０月２０日 

 

 

国土交通大臣  石井 啓一 殿 

 

 

           運輸審議会会長  上野 文雄 

 

 

答    申    書 

 

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定について 

 

 

                                              平２７第５０１１号 

 

 

 平成２７年７月２日付け国自旅第６２号をもって諮問された上記の事案につい

て、平成２７年９月１４日に公聴会を開催したほか、当審議会において審議した結

果、次のとおり答申する。  
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主    文 

 

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活

性化に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、札幌交通圏（道路運送法施

行規則第五条の規定に基づき北海道運輸局長が定める営業区域の「札幌交通圏」を

いう。以下同じ。）を平成２７年１１月１日から平成３０年１０月３１日までの間、

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域に指定することは適当である。 

 

 

理    由 

 

１．国土交通大臣は、札幌交通圏における一般乗用旅客自動車運送事業（以下「タ

クシー事業」という。）の供給輸送力が輸送需要量に対して過剰であると認め、

当該地域におけるタクシー事業の事業用自動車一台当たりの収入の状況、法令の

違反その他の不適正な運営の状況及び事業用自動車の運行による事故の発生の

状況に照らして、当該地域における供給輸送力の削減をしなければ、タクシー事

業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することに

より、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難であるため、

当該地域の関係者の自主的な取組を中心としてタクシー事業の適正化及び活性

化を推進することが特に必要であると認めて、札幌交通圏を平成２７年１１月１

日から平成３０年１０月３１日までの間、特定地域（特定地域及び準特定地域に

おける一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第

三条第一項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。）として指定するこ

とを予定している。 

２．国土交通大臣は、直近年度末現在のタクシー事業に係る事業用自動車（以下「タ

クシー車両」という。）の台数が適正車両数の上限値を上回っている準特定地域

（特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び

活性化に関する特別措置法第三条の二第一項の規定により指定された地域をい

う。以下同じ。）のうち、次の（１）から（６）までのいずれにも該当する営業

区域について、３年を超えない範囲で期間を定めて特定地域として指定すること

としている。ただし、日車営収が平成１３年度と比較して増加している営業区域

については指定しないものとしている。 

 （１）実働実車率が平成１３年度と比較して１０％以上減少していること。 

 （２）次の①又は②のいずれかに該当すること。 
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  ① 当該営業区域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計のうち、タ

クシー事業に係る営業収支率が１００％を下回る事業者が当該営業区域内

の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が占める割合（以下「赤字事

業者車両数シェア」という。）が１／２以上であること。 

  ② 赤字事業者車両数シェアが１／３以上であって、前年度と比較して赤字事

業者車両数シェアが１０ポイント以上増加していること。 

 （３）人口３０万人以上の都市を含む営業区域であること。 

 （４）総実車キロが前年度と比較して５％以上増加していないこと。 

 （５）次の①から③までのいずれかに該当すること。 

  ① 日車営収又は日車実車キロが平成１３年度と比較して１０％以上減少して

いること。  

② 当該営業区域における走行１００万キロ当たりの法令違反件数の直近５年

間の平均値が、全国における走行１００万キロ当たりの法令違反件数の直近

５年間の平均値を上回っていること。  

③ 当該営業区域における走行１００万キロ当たりの事故発生件数の直近５年

間の平均値が、全国における走行１００万キロ当たりの事故発生件数の直近

５年間の平均値を上回っていること。 

 （６）当該営業区域における協議会（特定地域及び準特定地域における一般乗用

旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第八条第一項

に規定する協議会をいう。以下同じ。）の同意があること。 

３．当審議会は、本事案の審議に当たり、公聴会を開催し所管局の陳述及び一般公

述人の公述を聴取したほか、当審議会に提出された資料及び所管局から聴取した

説明等に基づいて検討を行ったが、その結果は、次のとおりである。 

 （１）札幌交通圏は、所管局によると、平成２５年度末のタクシー車両の台数の

合計が４，８７４両で適正車両数の上限である４，７２８両を上回っている

準特定地域であり、次のとおり上記２．の要件をみたしている。 

① 平成２５年度の実働実車率は３０．４％であり、平成１３年度と比較して

１４．１％減少している。 

② 平成２５年度の赤字事業者車両数シェアが５７．１％と１／２以上であ

る。 

③ 人口が約１９２万人の札幌市を含む営業区域である。 

④ 平成２５年度の総実車キロが１１７，７３５，７７７キロであり、前年度

と比較して１．２％の増加となっている。 

⑤ 平成２５年度の日車営収及び日車実車キロがそれぞれ２８，８００円及び
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７４．８キロであり、平成１３年度と比較してそれぞれ２３．９％及び３０．

２％減少している。また、走行１００万キロ当たりの事故発生件数の直近５

年間の平均値が１１．５６０件であり、全国における走行１００万キロ当た

りの事故発生件数の直近５年間の平均値７．５６７件を上回っている。 

⑥ 札幌交通圏における協議会においては、地域住民の代表を含めた地域の多

様な主体により、利用者アンケートの結果等を活用し、地域・利用者の意向

を踏まえた議論がなされ、本年５月２８日付けで同協議会より特定地域の指

定に同意する旨の報告があった。 

 （２）以上の状況に鑑みると、札幌交通圏については、当該地域における供給輸

送力の削減をしなければ、タクシー事業の健全な経営を維持し、並びに輸送

の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての

機能を十分に発揮することが困難であるため、当該地域の関係者の自主的な

取組を中心としてタクシー事業の適正化及び活性化を推進することが特に

必要であると認められる。このため、国土交通大臣が札幌交通圏を特定地域

として指定することは適当であると認める。  
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要 望 事 項 

 

１．国土交通大臣は、今回の特定地域の指定がタクシー事業の適正化及び活性化に

とってより効果的な措置となるよう、安全性や利用者利便を向上させるための環

境整備に努めるとともに、タクシー業界及び事業者に対し、次の指導・監督を徹

底していただきたい。 

（１）利用者が安全・安心・信頼してタクシーを利用できるよう、運行管理を徹底

し、運転者に対する安全・サービスに係る教育を更に充実させるとともに、安

全・労働関係法令の遵守を徹底すること。 

（２）事業者が自らの責任において利用者である地域住民に愛されるタクシーとな

ることに努めるとともに、地元自治体や地域住民に身近な団体等の協力を得つ

つ、観光、ビジネス、高齢者福祉、育児支援などの各種ニーズにつながる有効

な需要拡大措置の策定と実施に関係者と一体となって努力すること。 

 

２．国土交通大臣は、今回指定した特定地域におけるタクシーに係る各種指標等の

改善状況を定期的に把握するとともに、タクシー事業の適正化及び活性化に係る

業界の取組状況とそれに対する利用者の評価の把握に努め、必要に応じて当審議

会に報告していただきたい。  

また、指定の事由がなくなったと認められる場合には、可能な限り早期に指定

の解除を行うよう努められたい。
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国 運 審 第 ７ ９ 号 

平成２７年１０月２０日 

 

 

国土交通大臣  石井 啓一 殿 

 

 

           運輸審議会会長  上野 文雄 

 

 

答    申    書 

 

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定について 

 

 

                                              平２７第５０１５号 

 

 

 平成２７年７月２日付け国自旅第６２号をもって諮問された上記の事案につい

て、平成２７年９月１１日に公聴会を開催したほか、当審議会において審議した結

果、次のとおり答申する。  
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主    文 

 

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活

性化に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、大阪市域交通圏（道路運送

法施行規則第五条の規定に基づき近畿運輸局長が定める営業区域の「大阪市域交通

圏」をいう。以下同じ。）を平成２７年１１月１日から平成３０年１０月３１日ま

での間、一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域に指定することは適当である。 

 

 

理    由 

 

１．国土交通大臣は、大阪市域交通圏における一般乗用旅客自動車運送事業（以下

「タクシー事業」という。）の供給輸送力が輸送需要量に対して過剰であると認

め、当該地域におけるタクシー事業の事業用自動車一台当たりの収入の状況、法

令の違反その他の不適正な運営の状況及び事業用自動車の運行による事故の発

生の状況に照らして、当該地域における供給輸送力の削減をしなければ、タクシ

ー事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保するこ

とにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難であるた

め、当該地域の関係者の自主的な取組を中心としてタクシー事業の適正化及び活

性化を推進することが特に必要であると認めて、大阪市域交通圏を平成２７年１

１月１日から平成３０年１０月３１日までの間、特定地域（特定地域及び準特定

地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措

置法第三条第一項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。）として指定

することを予定している。 

２．国土交通大臣は、直近年度末現在のタクシー事業に係る事業用自動車（以下「タ

クシー車両」という。）の台数が適正車両数の上限値を上回っている準特定地域

（特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び

活性化に関する特別措置法第三条の二第一項の規定により指定された地域をい

う。以下同じ。）のうち、次の（１）から（６）までのいずれにも該当する営業

区域について、３年を超えない範囲で期間を定めて特定地域として指定すること

としている。ただし、日車営収が平成１３年度と比較して増加している営業区域

については指定しないものとしている。 

 （１）実働実車率が平成１３年度と比較して１０％以上減少していること。 

 （２）次の①又は②のいずれかに該当すること。 
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  ① 当該営業区域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計のうち、タ

クシー事業に係る営業収支率が１００％を下回る事業者が当該営業区域内

の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が占める割合（以下「赤字事

業者車両数シェア」という。）が１／２以上であること。 

  ② 赤字事業者車両数シェアが１／３以上であって、前年度と比較して赤字事

業者車両数シェアが１０ポイント以上増加していること。 

 （３）人口３０万人以上の都市を含む営業区域であること。 

 （４）総実車キロが前年度と比較して５％以上増加していないこと。 

 （５）次の①から③までのいずれかに該当すること。 

  ① 日車営収又は日車実車キロが平成１３年度と比較して１０％以上減少して

いること。  

② 当該営業区域における走行１００万キロ当たりの法令違反件数の直近５年

間の平均値が、全国における走行１００万キロ当たりの法令違反件数の直近

５年間の平均値を上回っていること。  

③ 当該営業区域における走行１００万キロ当たりの事故発生件数の直近５年

間の平均値が、全国における走行１００万キロ当たりの事故発生件数の直近

５年間の平均値を上回っていること。 

 （６）当該営業区域における協議会（特定地域及び準特定地域における一般乗用

旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第八条第一項

に規定する協議会をいう。以下同じ。）の同意があること。 

３．当審議会は、本事案の審議に当たり、公聴会を開催し所管局の陳述及び一般公

述人の公述を聴取したほか、当審議会に提出された資料及び所管局から聴取した

説明等に基づいて検討を行ったが、その結果は、次のとおりである。 

 （１）大阪市域交通圏は、所管局によると、平成２５年度末のタクシー車両の台

数の合計が１３，５６５両で適正車両数の上限である１１，８８７両を上回

っている準特定地域であり、次のとおり上記２．の要件をみたしている。 

① 平成２５年度の実働実車率は３１．３％であり、平成１３年度と比較して

１０．５％減少している。 

② 平成２５年度の赤字事業者車両数シェアが５６．７％と１／２以上であ

る。 

③ 人口が約２６８万人の大阪市を含む営業区域である。 

④ 平成２５年度の総実車キロが２９０，５３０，７１１キロであり、前年度

と比較して１．７％の減少となっている。 

⑤ 平成２５年度の日車営収が２７，８３２円であり、平成１３年度と比較し
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て１２．２％減少している。また、走行１００万キロ当たりの法令違反件数

の直近５年間の平均値が０．１８６２件であり、全国における走行１００万

キロ当たりの法令違反件数の直近５年間の平均値０．０５０９件を上回って

いる。さらに、走行１００万キロ当たりの事故発生件数の直近５年間の平均

値が１０．４９９件であり、全国における走行１００万キロ当たりの事故発

生件数の直近５年間の平均値７．５６７件を上回っている。 

⑥ 大阪市域交通圏における協議会においては、地域住民の代表を含めた地域

の多様な主体により、利用者アンケートの結果等を活用し、地域・利用者の

意向を踏まえた議論がなされ、本年６月２２日付けで同協議会より特定地域

の指定に同意する旨の報告があった。 

 （２）以上の状況に鑑みると、大阪市域交通圏については、当該地域における供

給輸送力の削減をしなければ、タクシー事業の健全な経営を維持し、並びに

輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通とし

ての機能を十分に発揮することが困難であるため、当該地域の関係者の自主

的な取組を中心としてタクシー事業の適正化及び活性化を推進することが特

に必要であると認められる。このため、国土交通大臣が大阪市域交通圏を特

定地域として指定することは適当であると認める。  
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要 望 事 項 

 

１．国土交通大臣は、今回の特定地域の指定がタクシー事業の適正化及び活性化に

とってより効果的な措置となるよう、安全性や利用者利便を向上させるための環

境整備に努めるとともに、タクシー業界及び事業者に対し、次の指導・監督を徹

底していただきたい。 

（１）利用者が安全・安心・信頼してタクシーを利用できるよう、運行管理を徹底

し、運転者に対する安全・サービスに係る教育を更に充実させるとともに、安

全・労働関係法令の遵守を徹底すること。 

（２）事業者が自らの責任において利用者である地域住民に愛されるタクシーとな

ることに努めるとともに、地元自治体や地域住民に身近な団体等の協力を得つ

つ、観光、ビジネス、高齢者福祉、育児支援などの各種ニーズにつながる有効

な需要拡大措置の策定と実施に関係者と一体となって努力すること。 

 

２．国土交通大臣は、今回指定した特定地域におけるタクシーに係る各種指標等の

改善状況を定期的に把握するとともに、タクシー事業の適正化及び活性化に係る

業界の取組状況とそれに対する利用者の評価の把握に努め、必要に応じて当審議

会に報告していただきたい。  

また、指定の事由がなくなったと認められる場合には、可能な限り早期に指定

の解除を行うよう努められたい。
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国 運 審 第 ８ ０ 号 

平成２７年１０月２０日 

 

 

国土交通大臣  石井 啓一 殿 

 

 

           運輸審議会会長  上野 文雄 

 

 

答    申    書 

 

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定について 

 

 

                                              平２７第５０１７号 

 

 

 平成２７年７月２日付け国自旅第６２号をもって諮問された上記の事案につい

て、平成２７年９月１０日に公聴会を開催したほか、当審議会において審議した結

果、次のとおり答申する。  
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主    文 

 

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活

性化に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、福岡交通圏（道路運送法施

行規則第五条の規定に基づき九州運輸局長が定める営業区域の「福岡交通圏」をい

う。以下同じ。）を平成２７年１１月１日から平成３０年１０月３１日までの間、

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域に指定することは適当である。 

 

 

理    由 

 

１．国土交通大臣は、福岡交通圏における一般乗用旅客自動車運送事業（以下「タ

クシー事業」という。）の供給輸送力が輸送需要量に対して過剰であると認め、

当該地域におけるタクシー事業の事業用自動車一台当たりの収入の状況、法令の

違反その他の不適正な運営の状況及び事業用自動車の運行による事故の発生の

状況に照らして、当該地域における供給輸送力の削減をしなければ、タクシー事

業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することに

より、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難であるため、

当該地域の関係者の自主的な取組を中心としてタクシー事業の適正化及び活性

化を推進することが特に必要であると認めて、福岡交通圏を平成２７年１１月１

日から平成３０年１０月３１日までの間、特定地域（特定地域及び準特定地域に

おける一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第

三条第一項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。）として指定するこ

とを予定している。 

２．国土交通大臣は、直近年度末現在のタクシー事業に係る事業用自動車（以下「タ

クシー車両」という。）の台数が適正車両数の上限値を上回っている準特定地域

（特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び

活性化に関する特別措置法第三条の二第一項の規定により指定された地域をい

う。以下同じ。）のうち、次の（１）から（６）までのいずれにも該当する営業

区域について、３年を超えない範囲で期間を定めて特定地域として指定すること

としている。ただし、日車営収が平成１３年度と比較して増加している営業区域

については指定しないものとしている。 

 （１）実働実車率が平成１３年度と比較して１０％以上減少していること。 

 （２）次の①又は②のいずれかに該当すること。 
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  ① 当該営業区域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計のうち、タ

クシー事業に係る営業収支率が１００％を下回る事業者が当該営業区域内

の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が占める割合（以下「赤字事

業者車両数シェア」という。）が１／２以上であること。 

  ② 赤字事業者車両数シェアが１／３以上であって、前年度と比較して赤字事

業者車両数シェアが１０ポイント以上増加していること。 

 （３）人口３０万人以上の都市を含む営業区域であること。 

 （４）総実車キロが前年度と比較して５％以上増加していないこと。 

 （５）次の①から③までのいずれかに該当すること。 

  ① 日車営収又は日車実車キロが平成１３年度と比較して１０％以上減少して

いること。  

② 当該営業区域における走行１００万キロ当たりの法令違反件数の直近５年

間の平均値が、全国における走行１００万キロ当たりの法令違反件数の直近

５年間の平均値を上回っていること。  

③ 当該営業区域における走行１００万キロ当たりの事故発生件数の直近５年

間の平均値が、全国における走行１００万キロ当たりの事故発生件数の直近

５年間の平均値を上回っていること。 

 （６）当該営業区域における協議会（特定地域及び準特定地域における一般乗用

旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第八条第一項

に規定する協議会をいう。以下同じ。）の同意があること。 

３．当審議会は、本事案の審議に当たり、公聴会を開催し所管局の陳述及び一般公

述人の公述を聴取したほか、当審議会に提出された資料及び所管局から聴取した

説明等に基づいて検討を行ったが、その結果は、次のとおりである。 

 （１）福岡交通圏は、所管局によると、平成２５年度末のタクシー車両の台数の

合計が４，６３３両で適正車両数の上限である４，０５６両を上回っている

準特定地域であり、次のとおり上記２．の要件をみたしている。 

① 平成２５年度の実働実車率は３１．１％であり、平成１３年度と比較して

１７．８％減少している。 

② 平成２５年度の赤字事業者車両数シェアが５０．６％と１／２以上であ

る。 

③ 人口が約１５１万人の福岡市を含む営業区域である。 

④ 平成２５年度の総実車キロが１２３，５６９，８５０キロであり、前年度

と比較して０．２％の減少となっている。 

⑤ 平成２５年度の日車実車キロが８８．５キロであり、平成１３年度と比較
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して１７．０％減少している。 

⑥ 福岡交通圏における協議会においては、地域住民の代表を含めた地域の多

様な主体により、利用者アンケートの結果等を活用し、地域・利用者の意向

を踏まえた議論がなされ、本年６月１８日付けで同協議会より特定地域の指

定に同意する旨の報告があった。 

 （２）以上の状況に鑑みると、福岡交通圏については、当該地域における供給輸

送力の削減をしなければ、タクシー事業の健全な経営を維持し、並びに輸送

の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての

機能を十分に発揮することが困難であるため、当該地域の関係者の自主的な

取組を中心としてタクシー事業の適正化及び活性化を推進することが特に必

要であると認められる。このため、国土交通大臣が福岡交通圏を特定地域と

して指定することは適当であると認める。 
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要 望 事 項 

 

１．国土交通大臣は、今回の特定地域の指定がタクシー事業の適正化及び活

性化にとってより効果的な措置となるよう、安全性や利用者利便を向上さ

せるための環境整備に努めるとともに、タクシー業界及び事業者に対し、

次の指導・監督を徹底していただきたい。 

（１）利用者が安全・安心・信頼してタクシーを利用できるよう、運行管理

を徹底し、運転者に対する安全・サービスに係る教育を更に充実させる

とともに、安全・労働関係法令の遵守を徹底すること。 

（２）事業者が自らの責任において利用者である地域住民に愛されるタクシ

ーとなることに努めるとともに、地元自治体や地域住民に身近な団体等

の協力を得つつ、観光、ビジネス、高齢者福祉、育児支援などの各種ニ

ーズにつながる有効な需要拡大措置の策定と実施に関係者と一体となっ

て努力すること。 

 

２．国土交通大臣は、今回指定した特定地域におけるタクシーに係る各種指

標等の改善状況を定期的に把握するとともに、タクシー事業の適正化及び

活性化に係る業界の取組状況とそれに対する利用者の評価の把握に努め、

必要に応じて当審議会に報告していただきたい。 

また、指定の事由がなくなったと認められる場合には、可能な限り早期

に指定の解除を行うよう努められたい。  
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Ⅳ 公聴会 
 

１ 鉄・軌道 

 

○北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行料金の上限設定認可申請事案 

（平２７第３００１号） 

 

 ・概要 

開  催  日  時 開  催  場  所 主  宰 

平成２７年１１月２６日（木） 

１３時３０分～１５時４０分 

北海道函館市西桔梗町５８９番地

の２８３ 

協同組合函館総合卸センター流通

ホール小ホール 

運輸審議会 

 

  ・出席者 

   運輸審議会委員 

氏   名 職          名 

上野 文雄 会長 

鷹箸 有宇壽 会長の職務を代理する常勤の委員 

松田 英三 委員（非常勤） 

河野 康子 委員（非常勤） 

根本 敏則 委員（非常勤） 

山田 攝子 委員（非常勤） 

 

   申請者陳述人 

氏   名 年齢 職          名 

島田 修 57歳 北海道旅客鉄道株式会社 代表取締役社長 

西野 史尚 57歳 北海道旅客鉄道株式会社 取締役副社長・鉄道事業本部長 

萩原 国彦 50歳 北海道旅客鉄道株式会社 鉄道事業本部営業部長 

三浦 雅行 57歳 北海道旅客鉄道株式会社 鉄道事業本部営業部専任部長 

 

      一般公述人 

   【反対】 

氏   名 年齢 職  業  又  は  所  属  団  体 

武田 泉 53歳 大学教員 
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大塚 良治 41歳 大学教員 

中尾 一樹 57歳 海峡同盟 代表 

 

事案の説明者 

氏   名 職          名 

山下 雄史 国土交通省 鉄道局鉄道サービス政策室長 

 

 

２ 自動車 

 

○一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定（新潟交通圏）事案 

（平２７第５００３号） 

 

 ・概要 

開  催  日  時 開  催  場  所 主  宰 

平成２７年７月７日（火） 

１２時００分～１４時４５分 

新潟県新潟市中央区花園１丁目２

番２号 

コープシティ花園ガレッソホール 

運輸審議会 

 

  ・出席者 

   運輸審議会委員 

氏   名 職          名 

上野 文雄 会長 

鷹箸 有宇壽 会長の職務を代理する常勤の委員 

松田 英三 委員（非常勤） 

河野 康子 委員（非常勤） 

根本 敏則 委員（非常勤） 

山田 攝子 委員（非常勤） 

 

一般公述人 

【賛成】 

氏   名 年齢 職  業  又  は  所  属  団  体 

阿部 政信 61歳 新潟地域個人タクシー連合会 会長 

五十嵐 真也 63歳 全国交通運輸労働組合総連合信越地方総支部ハイタク部会 部会長 

三田 啓祐 61歳 さくら交通株式会社 代表取締役 
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高橋 良樹 75歳 都タクシー株式会社 代表取締役 

海藤 正彦 68歳 全国自動車交通労働組合連合会新潟地方連合会 書記長 

   【反対】 

氏   名 年齢 職  業  又  は  所  属  団  体 

坂井 鶴美 52歳 日の出交通株式会社 代表取締役社長 

伊藤 稔 67歳 株式会社三洋タクシー 代表取締役社長 

齋藤 章 67歳 はとタクシー株式会社 代表取締役社長、有限会社コバト交通 代表取締役社長  

 

事案の説明者 

氏   名 職          名 

寺田 吉道 国土交通省 自動車局旅客課長 

 

 

○一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定（神戸市域交通圏）事案 

（平２７第５００５号） 

 

 ・概要 

開  催  日  時 開  催  場  所 主  宰 

平成２７年８月７日（金） 

１２時００分～１４時４５分 

大阪府大阪市中央区大手前４丁目

１番７６号 

大阪合同庁舎第４号館第２共用会

議室 

運輸審議会 

 

  ・出席者 

   運輸審議会委員 

氏   名 職          名 

上野 文雄 会長 

鷹箸 有宇壽 会長の職務を代理する常勤の委員 

松田 英三 委員（非常勤） 

河野 康子 委員（非常勤） 

 

一般公述人 

【賛成】 

氏   名 年齢 職  業  又  は  所  属  団  体 

北坂 隆生 64歳 全国自動車交通労働組合連合会兵庫地方連合会 執行委員長  
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青田 嘉之 61歳 株式会社扇弘興産 代表取締役 

鈴木 雅司 52歳 阪急タクシー株式会社 代表取締役 

大久保 昌彦 67歳 キクヤ交通株式会社 代表取締役 

吉川 紀興 71歳 西神交通株式会社 代表取締役 

幡井 政子 93歳 兵庫県消費者団体連絡協議会 会長 

前野 博司 66歳 神戸個人タクシー事業協同組合 理事長 

   【反対】 

氏名 年齢 職業又は所属団体 

濱 和哲 41歳 弁護士 

福元 誠也 50歳 ＭＫグループ労働組合連合会神戸ＭＫ労働組合 執行委員長  

青木 義明 50歳 神戸エムケイ株式会社 代表取締役 

 

事案の説明者 

氏   名 職          名 

鶴田 浩久 国土交通省 自動車局旅客課長 

 

 

○一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定（福岡交通圏）事案 

（平２７第５０１７号） 

 

 ・概要 

開  催  日  時 開  催  場  所 主  宰 

平成２７年９月１０日（木） 

１３時００分～１５時３２分 

福岡県福岡市博多区博多駅東２丁

目１１番１号 

福岡合同庁舎新館７階九州運輸局

海技試験場 

運輸審議会 

 

  ・出席者 

   運輸審議会委員 

氏   名 職          名 

上野 文雄 会長 

鷹箸 有宇壽 会長の職務を代理する常勤の委員 

松田 英三 委員（非常勤） 

山田 攝子 委員（非常勤） 
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一般公述人 

【賛成】 

氏   名 年齢 職  業  又  は  所  属  団  体 

内田 大亮 46歳 全国自動車交通労働組合総連合福岡地方連合会 書記長 

中野 隆士 69歳 全国交通運輸労働組合総連合福岡地方ハイタク労連 書記長  

山下 奉昭 70歳 福岡個人タクシー協同組合 理事長 

中井 眞紀 67歳 一般社団法人福岡市タクシー協会 会長 

安川 哲史 59歳 安川タクシー株式会社 代表取締役 

古野 隆司 63歳 協和タクシー株式会社 代表取締役 

西岡 潤史 50歳 福岡商工会議所 商工振興本部長 

   【反対】 

氏   名 年齢 職  業  又  は  所  属  団  体 

濱 和哲 41歳 弁護士 

占部 正喜 51歳 ＭＫグループ労働組合連合会福岡分室 分室長 

青木 義明 50歳 福岡エムケイ株式会社 代表取締役 

 

事案の説明者 

氏   名 職          名 

鶴田 浩久 国土交通省 自動車局旅客課長 

 

 

○一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定（大阪市域交通圏）事案 

（平２７第５０１５号） 

 

 ・概要 

開  催  日  時 開  催  場  所 主  宰 

平成２７年９月１１日（金） 

１３時００分～１５時５７分 

大阪府大阪市中央区大手前４丁目

１番７６号 

大阪合同庁舎第４号館近畿運輸局

海技試験室 

運輸審議会 

 

  ・出席者 

   運輸審議会委員 

氏   名 職          名 

上野 文雄 会長 
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鷹箸 有宇壽 会長の職務を代理する常勤の委員 

松田 英三 委員（非常勤） 

根本 敏則 委員（非常勤） 

山田 攝子 委員（非常勤） 

 

一般公述人 

【賛成】 

氏   名 年齢 職  業  又  は  所  属  団  体 

普門 大輔 40歳 弁護士 

岡本 雄司 63歳 一般社団法人全大阪個人タクシー協会 副会長 

渡久地 歌子 71歳 関西生活者連合会 副会長 

坂本 栄二 67歳 日本タクシー株式会社 代表取締役社長 

坂本 篤紀 50歳 日本城タクシー株式会社 代表取締役社長 

三野 文男 74歳 商都交通株式会社 代表取締役社長 

小川 敬二 57歳 全国交通運輸労働組合総連合関西地方総支部ハイタク部会 部会長 

   【反対】 

氏   名 年齢 職  業  又  は  所  属  団  体 

阿部 泰隆 73歳 弁護士 

青木 義明 50歳 大阪エムケイ株式会社 代表取締役 

岡田 敏彦 56歳 ＭＫグループ労働組合連合会大阪ＭＫ労働組合 執行委員長  

 

事案の説明者 

氏   名 職          名 

鶴田 浩久 国土交通省 自動車局旅客課長 

 

 

○一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定（札幌交通圏）事案 

（平２７第５０１１号） 

 

 ・概要 

開  催  日  時 開  催  場  所 主  宰 

平成２７年９月１４日（月） 

１３時００分～１５時１７分 

北海道札幌市中央区大通西１０丁

目 

札幌第２合同庁舎９階講堂 

運輸審議会 
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  ・出席者 

   運輸審議会委員 

氏   名 職          名 

上野 文雄 会長 

鷹箸 有宇壽 会長の職務を代理する常勤の委員 

河野 康子 委員（非常勤） 

山田 攝子 委員（非常勤） 

 

一般公述人 

【賛成】 

氏   名 年齢 職  業  又  は  所  属  団  体 

鈴木 久雄 62歳 全自交北海道地方連合会 書記長 

山崎 敦 58歳 全国交通運輸労働組合総連合北海道地方総支部ハイタク部会 部会長 

紫藤 正行 66歳 ダイコク交通株式会社 代表取締役社長 

九石 博昭 67歳 事業協同組合札都個人タクシー協会 代表理事 

平島 誉久 35歳 明星自動車株式会社 代表取締役社長 

片岡 直之 46歳 札幌商工会議所 産業部長 

今井 一彦 62歳 東邦交通株式会社 代表取締役社長 

   【反対】 

氏   名 年齢 職  業  又  は  所  属  団  体 

平山 功 64歳 札幌エムケイ株式会社 代表取締役 

浅野 康幸 43歳 ＭＫグループ労働組合連合会札幌分会 分会長 

 

事案の説明者 

氏   名 職          名 

鶴田 浩久 国土交通省 自動車局旅客課長 
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Ⅴ 意見聴取 

  

鉄・軌道 

○北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行料金の上限設定認可申請事案 

開催月日 開催場所 出 席 者 氏 名 及 び 職 名 備考 

１２月１０日 
運輸審議会 
審議室 

北海道旅客鉄道株式会社 

申請者 

西野 史尚 取締役副社長・鉄道事業本部長 

三浦 雅行 鉄道事業本部営業部 専任部長 

伊藤 毅 鉄道事業本部営業部 グループリーダー

今村 紳彌 鉄道事業本部企画室 専任部長 

野村 幸博 総合企画本部経営企画部 主幹 

 

 

Ⅵ 説明聴取事案 
 

鉄・軌道 

認定月日 申  請  者 事 案 の 内 容 

１１月２４日 

富山市 
富山地方鉄道株式会社 

富山ライトレール株式会社 

富山県富山市明輪町７３番１から富山県

富山市永楽町字狭間田割２番３３まで（

１．１９キロメートル）の軌道運送高度

化実施計画の変更認定申請 

１２月１日 北大阪急行電鉄株式会社 

大阪府箕面市船場東３丁目１００－１か

ら大阪府箕面市西宿１丁目２０２６まで

（１．２キロメートル）の軌道事業の特

許申請 

 



Ⅶ　報告聴取等

年 月 日 事 案 名 説 明 部 局

9月17日 北海道新幹線の開業について 鉄 道 局

9月24日 新しいタクシーのあり方検討会について 自 動 車 局

9月29日 北海道新幹線の開業について 鉄 道 局

10月22日
都市鉄道における運賃システムの改善に関する研究（通算制の検
討）について

一 般 財 団 法 人
運輸政策研究機構
運輸政策研究所

11月17日 鉄軌道輸送の安全にかかわる情報（平成26年度）について 鉄 道 局

11月19日 平成26年度首都圏白書について 都 市 局
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Ⅷ 委員の構成等 

 

○委員 

 

  平成２７年１２月３１日現在の運輸審議会委員は、次のとおりである。 

 

区                          分 氏 名       

会 長 上 野 文 雄 

会 長 の 職 務 を 代 理 す る 常 勤 の 委 員 鷹 箸 有宇壽 

委 員 （ 非 常 勤 ） 松 田 英 三 

委 員 （ 非 常 勤 ） 河 野 康 子 
委 員 （ 非 常 勤 ） 根 本 敏 則 

委 員 （ 非 常 勤 ） 山 田 攝 子 

     （備考） 

委員の任命（再任） 松田 英三 委員（平成２７年７月６日付け） 

 

 

○運輸安全確保部会に属する委員及び専門委員 

 

  平成２７年１２月３１日現在の運輸安全確保部会に属する委員及び専門委員は、次

のとおりである。  
 

区                          分 氏 名       

部 会 長 鷹 箸 有宇壽 

部 会 長 の 職 務 を 代 理 す る 委 員 松 田 英 三 

委 員 山 田 攝 子 

専 門 委 員 岡 本 満喜子 

専 門 委 員 河 内 啓 二 

専 門 委 員 酒 井 一 博 

専 門 委 員 髙   巌 

専 門 委 員 谷 口 綾 子 

専 門 委 員 中 條 武 志 

専 門 委 員 村 山 義 夫 

 

 

○事案処理職員 

 

    平成２７年１２月３１日現在の事案処理職員は、次のとおりである。 
 

    官 職                       氏 名       

大臣官房審議官（運輸審議会審理室長） 持 永 秀 毅 

総合政策局運輸審議会審理室 調査官 川 﨑 博 

総合政策局運輸審議会審理室 課長補佐 木 村 久 美 
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